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序     文 

 
イエメンは、世界で も基礎教育へのアクセスの男女格差が大きい国であり、初等教育における総

就学率が男子 85％に対し、女子は 65％に留まっています。このような状況に対し、イエメン政府は

「2015 年までに 6～14 歳までの全児童に対し、質の高い基礎教育を提供する」との目標を掲げ、2002
年に 10 カ年国家計画・基礎教育開発戦略（BEDS）を策定し、基礎教育の拡充（特に男女格差の是

正）を推進しています。 
 こうした背景の下、BEDS 実施を支援するため、JICA は 2005 年 6 月より 3 年 5 カ月間、タイズ州

教育局（GEO）をカウンターパート（C/P）機関とし、タイズ州地域女子教育向上計画（BRIDGE）
を実施しました。プロジェクトの成果として、イエメン国内で BRIDGE モデルが認知され、女子教

育の重要性について社会的関心を喚起した点がイエメン側から評価され、引き続き「女子教育向上計

画フェーズⅡ（BRIDGE II）」の技術協力要請がなされました。 
このたび、プロジェクトの詳細設計評価を目的として、2009 年 6 月に調査団を派遣し、イエメン

政府および関係機関との間で協力計画を策定し、8 月に実施協議の討議議事録（R/D）を JICA イエメ

ン支所長とイエメン教育省大臣とで署名しました。 
本報告書は、この調査および協議結果を取りまとめたもので、今後の円滑なプロジェクト実施に役

立つものと願っています。ここに、調査・協議にご協力をいただいた内外関係者の方々に深い謝意を

表すとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 
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略 語 表 

略語 正式名 日本語 

AWP Annual Work Plan 年間行動計画 

BEDP Basic Education Development Project 基礎教育開発プロジェクト 

BEDS Basic Education Development Strategy 基礎教育開発戦略 

BEGIN Basic Education for Growth Initiative 成長のための基礎教育イニシアテ

ィブ 

BRIDGE Broadening Regional Initiative for Developing Girls’ 
Education (BRIDGE) 地域女子教育向上計画 

CFS Child Friendly School 子どもにやさしい学校 

C/P Counterpart カウンターパート 

DEO District Education Office 郡教育事務所 

DFID Department for International Development 英国国際開発省 

EFA Education for All 万人のための教育 

GEO Governorate Education Office 州教育局 

GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit ドイツ政府技術協力公社 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau 復興金融公庫 

M/M Minutes of Meeting 会議議事録 

MOE Ministry of Education 教育省 

MTRF Mid-Term Result Framework 中期結果枠組み 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UNICEF United Nations Children's Fund 国連児童基金 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

USAID United States Agency for International Development アメリカ合衆国国際開発庁 

WSI Whole School Improvement 包括的学校改善 





 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

１．案件名 

  イエメン国女子教育向上計画フェーズⅡ 
  Broadening Regional Initiative for Developing Girl's Education PhaseⅡ:BRIDGEⅡ 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

イエメンは、世界で も基礎教育アクセスの男女格差が大きい国のひとつである。初等教育

（1～6年生）の純就学率は男子85％に対し、女子は65％であり、成人識字率は男性76％に対し、

女性は39％に留まっている1。このような状況のもと、イエメンは｢2015年までに6～14歳の全児

童に対し質の高い基礎教育を提供する」との目標を掲げ、2003年に10カ年国家計画・基礎教育

開発戦略（BEDS）を策定し、基礎教育の拡充（特に男女格差の是正）を推進している。 
この課題に対し、イエメンから技術協力要請がなされ、JICAは2005年6月より3年5ヶ月の期

間をかけてタイズ州教育局（GEO）をカウンターパート機関（C/P）とし、タイズ州地域女子

教育向上計画（BRIDGE）2を実施した。プロジェクトは、学校・地域住民主体の女子教育を促

進する学校運営モデルを開発することを目的とし、地方行政・学校・地域住民の三者が参画す

る女子就学推進のパイロット活動（パイロット事業対象6郡、59校）の実施を通じ、GEOの行

政能力向上、教育へのコミュニティ参加の推進、学校運営能力の改善に関する協力を行ってい

た。 
プロジェクトの成果として、対象校において就学数の増加（男女共）、学習環境の改善、学

校・地域間の協力関係の醸成、校長や地域住民の意識変化（女子就学の肯定化）などをイエメ

ン教育省が認識し、その結果、イエメン国内で BRIDGE モデルが認知され、女子教育の重要性

について社会的関心を喚起させた点をイエメン側から評価をされた。このような背景から、イ

エメンから引き続き、タイズ州で開発された BRIDGE モデルを全国展開するため、フェーズⅡ

（BRIDGEⅡ）の技術協力要請がなされた。 
今回の BRIDGEⅡでは、教育省を統轄的な C/P 機関として位置づける。 
前回のフェーズⅠではモデル開発のためのパイロット地域であったタイズ州を、他ドナーに

よる類似プログラムと本モデルを統合させ、全国レベルで標準化するためのレファレンスサイ

トとする。また、統合化・標準化されたモデルの導入・普及のためダマール州を実践サイトと

し、教育省が標準モデルを全国普及するための支援体制の構築・強化への技術協力を行う。 

（２）協力期間 

2009 年 11 月から 4 年間 
（３）協力総額（日本側） 

約 4 億円 
（４）協力相手先機関 

                                                        
1 UNESCO Global Monitoring Report 2009 
2 BRIDGE モデルとは、女子就学を促進する仕組みとして、以下の２つの方法を用いる。①学校と地域住民の協働による学校

改善計画の策定・実施を通じた包括的な学校改善を支援・助成する、②校長、教員、児童、保護者、地域住民などの関係者

の教育ならびに女子教育の重要性についての関心を喚起し再認識を促す。 



 

教育省、ダマール州 GEO、タイズ州 GEO 
（５）国内協力機関 

特になし 
（６）受益対象者および規模 

[直接受益者] 
１）中央レベル：教育省にて政策立案支援に携わる行政官 14 人 
２）地方レベル： 
①リファレンス・サイト：タイズ州 
教育行政官（州レベルおよび郡レベル約 120 人）、校長・教員（約 650 人）、基礎教育学齢

児童（約 2 万人） 
②モデル統合化・標準化実践サイト：ダマール州 
教育行政官、校長、教員、基礎教育学齢児童3（対象地域はプロジェクト開始後、詳細現状

調査を経て選定のため未定） 
[間接受益者] 
全国の GEO（約 130 人）、郡教育事務所（DEO）（約 760 人）、学校運営委員会（約 4 万 5,000
人）、学校（1 万 5,000 校）、基礎教育学齢児童（約 560 万人） 
 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状および問題点 

イエメンは、基礎教育アクセスにおける男女格差に加え、地域間格差も著しく、都市部では

純就学率90％に対し農村部53％であり、特に農村部の女子就学率は も低い州では34％に過ぎ

ない4。 
また、教育省では現在、授業料を廃止して学校配賦金を学校へ直接配賦する新システムへの

移行を目指しているところであり、学校による管理能力向上が急務となっている中、各ドナー

がさまざまな学校運営モデルを開発しており、教育省はこれらモデルの統合化および標準化が

緊急の課題となっている。 
ジェンダー状況に関しては、1994年公布の憲法により男女の法の下の平等が保障され、イス

ラム法典でも男女の平等の権利と男女差別に対する市民の責任が謳われている。一方、法律で

保障された女性の権利に反し、実際は女性に与えられたアクセスと機会は限られ、男女格差が

著しい。UNDPの『人間開発報告書2007‐2008年』において、 ジェンダー開発指標（GDI） 5は、

157カ国中136番目である。また、ジェンダー・エンパワメント指数（GEM）6は、93カ国中93
番目に位置づけられている。イエメンでは、伝統・社会・文化的価値観から、多くの決定権は

男性に与えられ、女性は男性に従い保護されるべき存在とされ、社会規範により、女性には移

動の自由や男性が多く集まる公的な場への参加が制限されるため、教育や雇用に関し、男性が

優先されているのが現状である。 

                                                                                                                                                                                   
3 イエメンにおける基礎教育は、学校教育における 1-9 年生（6-14 歳児童）を対象とする。 
4 イエメン教育省 Annual Progress Report 2008 
5 GDI は、出生時平均余命、成人の識字率、初等・中等・高等教育総就学率、推定勤労所得より算出。 
6 GEM は、女性の国会議席数、女性の議員、高官、管理職数、女性の専門職と技術職数および男性に対する女性の勤労推

定所得比率より算出。 



 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

イエメン教育省は、｢2015年までに6～14歳の全児童に対し質の高い基礎教育を提供する」と

の目標を掲げ、2003年に10カ年国家計画・BEDSを策定し、基礎教育の拡充（特に男女格差の

是正）を推進している。 
プロジェクトの基礎となるBRIDGEモデルは、男女格差の是正を目指した学校運営改善手法

であり、このような手法は、イエメンのBEDSと整合しており、同モデルを他州へ展開すると

いうプロジェクトの目標はBEDSを直接的に支援するものである。特に、BEDSの8つの教育開

発重点エリアのうち、3．学校運営能力強化（School Management）および6．女子教育促進、8．
地域住民参加に対しては直接的に貢献できると共に、州および郡の教育局の能力強化を通じて、

間接的に5．地方分権化（Education Management and Decentralization）にも貢献するものである。

 
（３）わが国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

わが国は、2002 年のカナナスキス・サミットにおける成長のための基礎教育イニシアティブ

（BEGIN）では、教育の機会を確保するため、ジェンダー格差の改善のための支援（女子教育

支援）を重点分野のひとつとしている。さらに教育の質向上のために、地域住民の積極的な参

加などを通じた学校の管理・運営能力の向上支援も重点分野とされており、プロジェクトが目

指す方向性と一致している。 
また、外務省および JICA は対イエメン援助の重点分野のひとつとして基礎教育・職業訓練

を中心とした人的資源開発をあげており、このうち基礎教育分野におけるジェンダーおよび地

域間格差の是正を打ち出している。 
 

４．協力の枠組み 

（１）協力の目標（アウトカム） 

ア 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 
BRIDGE に基づいた女子就学推進のための学校運営標準モデルが BEDS の枠組みの中で

教育省によって普及される。 
【指標】※定量的な目標値の設定については、初年度実施予定のベースライン調査結果（男女

就学格差やジェンダー分析を中心とした調査）に基づき設定 
・ 標準化された学校運営モデルを導入している学校数が増加する。 

 
イ 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 
・ 基礎教育へのアクセスの男女格差が小さくなる。 
・ 教育省が提供する基礎教育サービスの質が向上する。 
【指標】※BEDS 指標と一致。 
・ イエメンの基礎教育男女間就学率格差が 11 ポイント小さくなる。 
・ イエメンの基礎教育総就学率が 95%を達成する。 
・ 基礎教育学齢児童の学習達成度が向上する。 
 
 



 

（２）成果（アウトプット）と活動 

ア 成果 1：教育省によって承認された学校運営改善に関する標準システムが、教育省および他

ドナーと共有される。 
【指標】 
・ 学校運営モデルに関する中央・州・郡・学校レベルの役割と責任、実施方法を定めたガイ

ドラインが開発され、教育省および関連省庁によって承認される。 
・ 標準システムの導入研修において、参加者の理解度が向上する。 

 
【活動】 

1－1. 関係者とガイドラインの統一に関する一連の技術的検討会を開催する。 
1－2. タイズ州での BRIDGE 実施方式および法的・財政的枠組みの変更の進捗をモニターし、

必要に応じて技術支援を提供する。 
1－3. タイズ州での BRIDGE の経験を分析し、BRIDGE モデル実施のより良い方式を設計す

る。 
1－4. 統一化ガイドラインに反映されるべき教訓を関係者と議論する。 
1－5. 統一化ガイドラインのドラフトを作成する。 
1－6. 教育省および他ドナーによる実践からのフィードバックに基づいて統一化ガイドライ

ンを更新する。 
1－7. 統一化ガイドライン 終版に対し、学校運営に関する標準システムとして教育省から

の承認を得る。 
1－8. 教育省実施委員会のメンバーを選出し、学校運営に関する標準システムの導入方法に

ついて研修を実施する。 
1－9. 全国の GEO および郡教育事務所（DEO）に対し、学校運営にかかる標準システムの導

入方法について研修を実施する。 
 

イ 成果 2：実践サイト州において教育省の支援を得て標準化された学校運営システムが機能す

る。 
【指標】※定量的な指標については、初年度実施予定のベースライン調査結果に基づき設定 
・ 実践サイト州の GEO、DEO および学校運営委員会の学校運営モデルに関する役割と責任

についての理解度が向上する。 
・ 対象校の就学者数が増加する。 
・ 校長および地域住民の意識・行動の変化が確認される。 
【活動】 

2－1. 対象地域において状況分析調査を実施する。 
2－2. 調査結果および実践サイト州の教育戦略に基づいて詳細実施計画を議論し合意を得

る。 
2－3. 対象地域の GEO に対して研修を実施する。 
2－4. GEO が対象 DEOs に対して研修を実施することを支援する。 
2－5. GEO および DEOs が対象学校に対して研修を実施することを支援する。 



 

2－6. GEO およびDEOsが対象校における学校改善活動と女子教育推進活動の進捗をモニタ

ーし監督するための仕組みを確立する。 
2－7. 教育省、財務省、人事院、関連ドナーの関係者に対し BRIDGEⅡの経験を共有するワ

ークショップを開催する。 
 

ウ 成果 3：女子教育推進のための啓発活動が教育省女子教育局を中心に促進される。 
【指標】 
・ ジェンダー関連指標（実践サイトにおける男女就学比率、校長や親の女子教育に対する意

識や行動の変化など）が改善する。 
   【活動】 

3－1. ベースライン調査を実施する。 
3－2. 既存のジェンダー関連データベースを分析する。 
3－3. BRIDGEⅠでの女子教育推進活動および National Review on Girls Education でまとめら

れた活動をレビューする。 
3－4. 学校運営改善計画に統合されるための女子教育推進の活動パッケージを設計する。 
3－5. 活動パッケージを GEO および DEO への学校運営にかかる標準システムの研修に取り

入れる。 
3－6. 全国レベルで女子教育推進活動を実施する。 
3－7. BRIDGEⅡにおける女子教育推進の経験を関係者と共有するための全国レベルのワー

クショップを開催する。 
3－8. エンドライン調査を実施する。  

 
（３）投入（インプット） 

ア 日本側（総額 4 億円） 
１）専門家派遣（プロジェクト管理/教育計画、教育行政/援助協調、女子教育、学校管理、コ

ミュニティ参加、研修管理、教育評価） 
２）本邦研修（毎年 4 名：合計 16 名程度） 
３）学校配賦金7  
４）研修・ワークショップ開催経費 
５）機材 （モニタリング用車両、バイク、PC） 

イ イエメン側 
１）C/P の配置（教育省、ダマール州 GEO、タイズ州 GEO） 
２）学校配賦金（ブロックグラント） 
３）事務所提供（教育省、ダマール州 GEO、タイズ州 GEO） 
４）日常的活動経費 

 
 

                                                        
7 ただし、JICA 負担分を暫時的に州政府による地方予算負担分へ移行する。 

 



 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

ア 前提条件 
・ 教育省が BEDS の達成にコミットしている。 
・ 実践サイトの対象州であるダマール州が計画に反対しない。 

イ 外部条件（成果からプロジェクト目標へ） 
・ 中央および地方政府内の人事異動が頻繁に実施されない。 

ウ 外部条件（プロジェクト目標から上位目標へ） 
・ イエメンおよび関連ドナーが学校配賦金を活用した学校運営モデルを BEDS における主要

アプローチとして支持し続ける。 
 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性（Relevance） 

プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

ア プロジェクトの基礎となる BRIDGE モデルは、男女格差の是正を目指した学校運営改善手

法であり、これはイエメンの国家計画 BEDS と整合しており、同モデルを他州へ展開すると

いうプロジェクトの目標は BEDS を直接的に支援するものである。 

イ プロジェクトはイエメンの教育セクターのさしせまったニーズに即した協力である。プロ

ジェクト開始時点においては、他ドナーが BRIDGE モデルと類似の手法やマニュアルを活用

してパイロット活動を実施している。教育省は近年、パイロット段階から全国展開やシステム

化の段階への移行をドナー関係者に訴えており、プロジェクトの成果のひとつであるモデルの

統合化と教育省での正式採用はシステム化の流れを後押しするものである。 

ウ 教育省の施策との連動性も非常に高い。教育省では現在、授業料を廃止して学校配賦金を

学校へ直接配賦する新システムへの移行を目指しているところであり、学校による管理能力向

上が急務となっている。よって、プロジェクトの目指す学校運営に関する標準モデル導入の意

義は大きい。 

エ わが国の協力も適切である。2002 年のカナナスキス・サミットにおける成長のための基礎

教育イニシアティブ（BEGIN）では、教育の機会を確保するためジェンダー格差の改善のた

めの支援（女子教育支援）を重点分野のひとつとしている。さらに教育の質向上のために、地

域住民の積極的な参加による学校の管理・運営能力の向上支援も重点分野とされており、プロ

ジェクトが目指す方向性と一致している。 

（２）有効性（Effectiveness） 
プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

ア フェーズⅠの経験を再度整理しさらなる改善点を導き出すとともに、類似のパイロット案

件を展開する他ドナー（世界銀行、UNICEF、GTZ など）と協力し、手法およびマニュアルの

統合化を図る。これにより、効果的手法や人材が共有され、教育省の正式なシステムとして

採用されることにより、教育省のモデル普及能力を高めることができると期待される。 

イ 教育省のモデル普及・支援能力の開発のためには、手法・マニュアルの開発のみならず、

経験に基づいた意識改革とノウハウの蓄積、および知見を有する人材の開発が必要不可欠で

ある。プロジェクトではダマール州を新たに統合化・標準化されたモデルの実践サイトとし

て、教育省職員が、州や郡教育事務所（DEO）と協力のもと、コミュニティによる地域の教



 

育問題について改善計画を協議・計画・実施・報告していくプロセスを支援する。 

ウ 女子教育の推進を担う教育省女子教育局の能力開発は重要であり、多くのドナーが能力開

発のための研修などを実施している。プロジェクトは、他ドナーの成果も活用して、女子教

育推進活動パッケージの開発および国・地域レベルにおける啓発活動の実践経験を通じて、

教育省および州・郡教育事務所（DEO）の女子教育局の能力開発を支援する。 

（３）効率性（Efficiency） 

プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

ア プロジェクトでは、フェーズⅠでの成果や教訓のみならず、他ドナーが類似のパイロット案

件から蓄積した成果や教訓、さらに知見を有する人材を 大限活用する。 

イ 学校運営改善計画の策定・実施にあたっては、父会・母会やコミュニティ関係者の自発的な

協力支援も活用する計画であり、活動設計やモニタリングが適正に実施されることが期待さ

れる。 

（４）インパクト（Impact） 
プロジェクトは以下の観点から正のインパクトが予測できる。 

ア プロジェクトでは、類似のパイロット経験を集約して手法の統一化が実施され、この統一

化ガイドラインが教育省により、正式な国家標準システムとして承認・採用される予定であ

る。これにより、類似アプローチに基づいている教育省の学校配賦金システムの手法が改善

されるだけでなく、他ドナーが本アプローチに基づいた案件を実施する際に、手法・ガイド

ラインおよび人材を活用して効率的に実施することが可能となる。これにより、モデルの全

国普及の可能性が高くなり、上位目標の達成に寄与できると期待される。 

イ プロジェクトに関わる予定の教育省職員は、教育省の学校配賦金システムや世銀の基礎教

育開発プロジェクト（BEDP）、UNICEF の子どもにやさしい学校（CFS）の関係者でもあり、

プロジェクトで得た経験や知見は直接的にそれらの案件実施にも活用されることとなり、波

及効果が高い。 

（５）自立発展性（Sustainability） 

プロジェクトによる成果は、BEDS 年間行動計画のプログラム 3 で活用されることなどによ

り、以下のとおりプロジェクト終了後も継続されると見込まれる。ただし、実践サイトである

ダマール州の州予算からの財源支出や教育省の学校配賦金システムの実施可能性には現時点

では懸念があり、留意が必要である。 
 
ア 手法の統合化および標準化を通じて達成された協力成果は、イエメンにおける学校配賦金を

活用した学校運営改善スキームの標準モデルとして教育省およびドナーによって継続的に活

用され、長期にわたって効果を発揮することが期待される。 

イ 学校配賦金システムに関わる教育省職員がプロジェクトにも参画しているため、プロジェク

トで底上げされた教育省職員の知識・経験は、プロジェクト終了後も教育省や他ドナーの同

システムによる活動に活用され続けることとなる。 

ウ 統合化および標準化されたモデルの実践サイトであるダマール州では、州独自の予算を確保

することにより、プロジェクトでの経験や成果を活用して、終了後も持続的な他群へのモデ

ルの普及と女子教育の向上が期待される。 

エ BEDS 年間行動計画のプログラム 3 で明記されている学校運営に関する全国の GEO、DEO、

学校運営委員会を対象とした研修を通し、統合化・標準化されたモデルを全国に普及するこ



 

とにより、制度的な自立発展性を確保できる。 

６．貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 

ジェンダー配慮に関し、以下の点を重視する。 

（１）宗教（イスラム）に基づくメッセージの活用 

コーランやハディース（ムハンマドの説話集）など宗教（イスラム教）に基づく就学メッセ

ージを活用することは、イスラム教徒が耳を傾け、反対の余地がないことから、校長や親の

女子教育への理解を向上させるのに効果的である。特に非識字者の親に対し、宗教指導者に

よる説話やラジオからの啓発は効果的な戦略である。 

（２）女性による活動促進 

村の女性を対象にした学校での識字教室、裁縫教室を通して、女性の学校運営改善への関与

を引き出し、女子教育促進のアクターとして彼女らが学校運営改善の意思決定プロセスに参

加し、何らかの役割を担える機会を提供していくことが重要である。母親自身のエンパワメ

ントのみならず、自分たちの果たすことができる役割を自覚することで子ども（特に娘）を

学校に送り続ける原動力になることが期待できる。 

（３）男性、女性別の会合実施 

女性が発言しやすい環境を整えることが重要である。プロジェクトでは、父会と母会を別々に

実施することにより、女性の意見を吸い上げるシステムを確立させる。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

   先行のプロジェクトであるタイズ州地域女子教育向上計画フェーズⅠ（BRDIGEⅠ）の教訓

を活かし、本プロジェクトでは具体的に以下の取り組みをプロジェクトデザインに取り込んで

いる。 

（１）中央政府主体のプロジェクト実施体制構築 

プロジェクトの成果を全国に普及・定着させていくため、BEDS の一環として位置づけ、中央

政府が主体的に政策を主導するように能力強化を行う。 

（２）現場から政策レベルへの複層的協力 

中央、州、県、学校といった複層にわたる協力を行い、現場レベルから政策レベルへの働きか

けを強化する｡ 

（３）他ドナーとの連携による類似モデルの統合化および実施手続きの調和化の促進 

学校主体の女子教育推進に関連する国家プログラムを含め、同様の試みに取り組んでいるドナ

ーにおいては、不要な重複を避けるために、モデルの統合化が必要である。これに対し、日本

社会開発基金（JSDF）など他スキームを戦略的に活用して、ドナー連携を進めることにより、

類似モデルの統合化を進める。 

（４）対象グループの多様性の把握・分析（達成レベルの差異を形成する要因の把握） 

教育における男女格差是正に有効な地方教育行政モデルの提示を目指すようなプロジェクト

においては、平均値からは把握できない対象グループの多様性に着目し、個々の状況を可能な



 

限り詳細に把握し、傾向分析を行うことが不可欠である。プロジェクト関係者は、平均値化さ

れた指標は、異なるグループ間（たとえば学校、地域、学年など）に存在する格差が見えなく

なる危険性があることを十分に認識した上で、協力の経過段階や、協力後におけるモニタリン

グ、評価の視点を改善していくことが重要である。 

８．今後の評価計画 

2010 年 4 月   ベースライン調査（予定） 
2011 年 11 月   中間レビュー調査(予定) 
2013 年 3 月   エンドライン調査(予定) 
2013 年 5 月   終了時評価調査(予定) 
2016 年（案件終了 3 年後） 事後評価 
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第１章 調査・協議の経過と概要 

１－１ プロジェクト形成の経過と概略 

プロジェクトの形成にあたり、2009 年 6 月 26 日から 7 月 16 日にかけて詳細計画策定調査団を派

遣し、2009 年 8 月 24 日に実施協議の討議 
議事録（Record of Discussions: R/D）を JICA イエメン支所長とイエメン教育省大臣とで署名した。 

 
本報告書では、詳細計画策定調査時におけるプロジェクトの要請背景、プロジェクトデザインおよ

び評価 5 項目を中心に概略を記載する。 
 
１－２ 調査団派遣・協議の経緯と目的 

イエメンは、世界で も基礎教育アクセスの男女格差が大きい国である。初等教育（1～6年生）の

純就学率は男子85％に対し、女子は65％であり、成人識字率は男性76％に対し、女性は39％にとどま

っている（UNESCO/GMR2009）。このような状況のもと、イエメンは2015年までに6～14歳の全児

童に対し質の高い基礎教育を提供する、との目標を掲げ、2003年に10カ年国家計画・基礎教育開発戦

略（Basic Education Development Strategy: BEDS）を策定し、基礎教育の拡充（特に男女格差の是正）

を推進している。 
 こうした課題に対し、イエメンからBEDS実施を支援するための技術協力要請がなされ、JICAは

2005年6月より3年5ヶ月の期間をかけてタイズ州教育局（Governorate Education Office：GEO）をカウ

ンターパート（Counterpart：C/P）機関とし、タイズ州の地域女子教育向上計画（Broadening Regional 
Initiative for Developing Girls’ Education：BRIDGE）を実施した。このプロジェクトは、学校・地域住

民主体の女子教育を促進する学校運営モデルを開発することを目的し、地方行政・学校・地域住民の

三者が参画する女子就学推進のパイロット活動（パイロット事業対象6郡、59校）の実施を通じ、GEO
の行政能力向上、教育へのコミュニティ参加の推進、学校運営能力の改善に関する協力を行っていた。

プロジェクトの成果として、対象校において就学数の増加（男女共）、学習環境の改善、学校・地域

間の協力関係の醸成、校長や地域住民の意識の変化（女子就学の肯定化）などがイエメン教育省から

認識され、その結果、イエメン国内でBRIDGEモデルが認知され、女子教育の重要性について社会的

関心を喚起させた点をイエメン側から評価をされた。 
 このような背景から、イエメンから引き続きBRIDGEフェーズⅡの技術協力要請がなされ、2008年
12月に年央採択された。フェーズⅡでは、教育省をメインのC/P機関と位置づけ、ドナー協調の中、

フェーズⅠで開発されたBRIDGEモデルの全国普及を目的とする。 
 今回の事前調査は、イエメン政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府実施機関との協

議を経て、協力計画を策定するとともに、プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、

分析することを目的とする。具体的には、プロジェクトの基本計画に関する基本的枠組み（目標、成

果、活動）、評価指標などを策定し、 終的には、イエメン政府とプロジェクトの詳細について協議

し、会議議事録（Minutes of Meeting：M/M）、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、プ

ラン・オブ・オペレーション（P/O）などについて合意することを目的とする。 
 
調査では、先に実施された、タイズ州の BRIDGE の終了時評価調査の結果を踏まえ、本プロジェ

クトのフレームワークを明確化すると共に詳細部分を詰め、 終的にイエメン政府と合意文書を署
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名・交換することを目的とする。 
特に、BRIDGE モデル全国展開への具体的方策、BRIDGE モデルの標準化・簡素化、類似事業を実

施する他ドナー機関（主に世界銀行、UNICEF）との調整・連携、BRIDGE モデルによる女子教育促

進の実証などの内容・方策について、より詳細な情報を入手し、教育省や他ドナーなどと協議のうえ、

プロジェクト活動にいかに取り込むかを検討する。 
 
１－３ 詳細計画策定調査団の構成 

担当分野 氏名 所属 
総括 水野 敬子 JICA 国際協力専門員 
協力計画 小林 美弥子 JICA 人間開発部 第 1（基礎教育）グループ  

基礎教育第一課 職員 
評価分析 中田 志郎 株式会社パデコ シニアコンサルタント 

 
１－４ 詳細計画策定調査日程 

日付 曜日 水野団長/小林団員 中田コンサルタント団員 

6 月 26 日 金  19:55 羽田発 >> 21:10 関空着 （EK6257)）
23:15 関空発 >> 04:45 ドバイ着 （EK317）

6 月 27 日 土  07:05 ドバイ >> 08:50 サナア（EK961） 
JICA 支所訪問・打ち合せ 

6 月 28 日 日  教育省、ドナー（世銀/BEDP、USAID、UNICEF、
DFID、オランダ、GTZ）関連情報収集 

6 月 29 日 月  同上 

6 月 30 日 火  同上 

7 月 1 日 水  同上 

7 月 2 日 木  調査報告書ドラフト作成 

7 月 3 日 金 19:55 羽田発 >> 21:10 関空

着  
23:15 関空発 >> 04:45 ドバ

イ着  

調査報告書ドラフト作成 

7 月 4 日 土 07:05 ドバイ >> 08:50 サナア （EK961)） 
JICA 支所訪問・打ち合せ、大使館表敬 

７月 5 日 日 08:00 サナア→08：30 タイズ移動（アルサイード航空）、州知事表敬、GEO
局長表敬 

７月 6 日 月 学校訪問（大規模校、標準校、僻地校）、父会、母会、学校運営委員会視察 

7 月 7 日 火 タイズ→イッブへ移動、イッブ州知事、GEO 局長表敬、学校訪問 

7 月 8 日 水 イッブ→ダマール移動（車両）、ダマール州知事、GEO局長表敬、学校訪問 

7 月 9 日 木 団内打ち合わせ、M/M ドラフト作成、報告書ドラフト作成 
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7 月 10 日 金 団内打ち合わせ、M/M ドラフト作成、報告書ドラフト作成 

7 月 11 日 土 M/M ドラフト協議（教育省） 

7 月 12 日 日 M/M ドラフト協議（教育省） 
ドナー会合にて BRDIGEⅡのデザイン報告会 

7 月 13 日 月 M/M ドラフト協議（教育省） 、M/M 終化（英語・アラビア語）、JCC 準備

7 月 14 日 火 JCC 開催（M/M 署名）、JICA 支所、日本大使館報告 

7 月 15 日 水 10:05 サナア発>> 13:40 ドバイ着 （EK962） 

7 月 16 日 木 03:10 ドバイ発 >> 17:20 関空着（EK316）  
19:15 関空発 >> 20:25 羽田着 （EK6252） 

 
１－５ 主要面談者 

（１）教育省 

Dr. Abdulsalam Al-Jawfi                  Minister of Education 
Mr. Mohammed Tawaf    Deputy Minister, General Education 
Dr. Abdullah Al-Amlas   Deputy Minister, Training and Qualification 
Mr. Mansour Muqbel   Head of Office, Technical Office 
Ms. Aman Ali Al-Ba’adani   General Director, Girls Education 
Mr. Ismail Ali Abdul Moghni   General Director, Financial Affairs 
Mr. Faisal Ahmed Ghaleb   General Director, Human Resources 
Dr. Mohammed Shuja’a addin       General Director, Training 
Mr. Hamoud Abdo Naji            General Director of Statistics, Planning and 
Follow-up 
Mr. Abdulmajeed Hassan Al-Ghabri      General Director of Community Participation 
Mr. Ali Al-Eryani              General Director of General Education 
Mr. Mohammed Khammash   Deputy General Director, General Education 
Mr. Mohammed Ja'adan                Director of Capacity Building, Modernization Team 
Dr. Hamoud Al Seyani   Advisor to MOE Technical Office 
 
（２）タイズ州  

Mr. Hamoud Al-Soufi   Governor  
Mr. Ahmed M. Al-Haj   Vice Governor, Secretary General of Local Council 
Dr. Mahdi Abdulsalam    Director of GEO (Governorate Education Office) 
Ms. Afaf Fu’ad Makki   Director of Girls’ Education Sector (BRIDGE Team) 
Mr. Abdullah Abdo Ismael   Director of Community Participation (BRIDGE Team) 
Mr. Yahya Ahmed Al-Jarmozi   Member of Finance Affairs Department (BRIDGE Team) 
Mr. Mujeeburrahman Hassan      Principal of Usaid Bin Hudhair School, Maweya district 
Mr. Abdu Hassan Abdurraheem     Auditor, School Committee, Usaid Bin Hudhair School 
Mr. Hassan Al-Jumaili              Director of DEO, Maweya district 
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（３）イッブ州 

Mr. Ahmed Abdullah Al-Hajri      Governor 
Mr. Amin Al-Wurafi         Secretary General of Local Council 
Dr. Ahmed Rezq Al-Surmi       Director of GEO 
Mr. Fat’hi Al-Baseer         Director of Projects Department, GEO 
Mr. Ghaleb Ali            Principal of Osama Bin Zaid School, Kitab District 
Ms. Khadija Mohammed        Principal of Al-Khansa’a Girls’ School, Yareem District 
 
（４）ダマール州 

Mr. Yahya Ali Al-Amri        Governor 
Mr. Abdu Ali Sailan         Assistant Deputy Governor 
Mr. Abdulkarim M. Sabri       Director of GEO 
Mr. Sadeq Al-Missri         Head of Service Committee 
Mr. Mohammed A. Abdurrazzaq    DEO Director of Maifa’at Ans 
Mr. Mohammed Ali Al-Basmi     DEO Director of Jahran 
Mr. Mohammed A. Al-Fakeeh     Director of Community Participation 
Ms. Jalila Mohammed Sharhan     Director of Girls’ Education 
 
（５）Education Research & Development Center 
Dr. Insaf Abdu Qassem M Sanad    Head of the Education Research Department 
 

（６）世界銀行 

Ms. Ayesha Vawda    Senior Education Specialist, Human Development Sector 
Mr. Shinsaku Nomura    Education Economist Consultant 
Mr. Abdulrahman Al-Sharjabi   BEDP Program Officer 
 
（７）基礎教育開発プロジェクト（BEDP） 
Dr. Ahmed A. Al-Arashi    BEDP Program Officer 
Mr. Mahyoub Haza    BEDP WSI Project Officer 
 
（８）ドイツ政府技術協力公社（GTZ）  
Dr. Rudolf Pfeifer    Program Coordinator – GEIP 
Ms. Gudrun Orth    Senior Education Advisor 
Mr. Abdul Moula A. Mohey Al-Dein    Manager and Senior Adviser 
 
（９）UNICEF 

Ms. Bilquis Al Dabbi   Basic Education Officer 
 
（１０）アメリカ合衆国国際開発庁（USAID） 
Ms.Susan Ayari    Senior Education Advisor 
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Mr.Abdulhamid N.Alajami   Senior Education Advisor 
Dr. Ernest D.O’Neil    Chief of Party, BEST-YEMEN 
 
（１１）KfW 
Mr. Bernd Schonewwald   Director KfW Office Sana’a 
Ms. Sharen Beatty    Team Leader - BEDP Complementary Measure 
 
（１２）オランダ大使館 

Dr. Afkar Ali Al-Shami              Senior Program Officer  
 
（１３）在イエメン教育コンサルタント 

Ms. Emily Allardyce   Expert in BRIDGE I 
 
（１４）BRIDGE フェーズⅠローカルスタッフ 

Hashim Sharafaddin              Project Assistant      
 
（１５）日本大使館 

敏蔭 正一              大使 
山口 又宏     参事官 
春田 博己    二等書記官 
 
（１６）JICA イエメン支所 

小森 毅    所長 
濱 良枝    企画調査員 
 
１－６ 詳細計画策定評価の方法 

本評価調査は、『JICA 事業評価ガイドライン（2004 年 1 月：改訂版）』に基づき、ログフレームを

用いた評価手法に則して実施された。 
 

（１）評価グリットの作成 
評価 5 項目の視点は次の通りである。 

 
妥当性 プロジェクトの実施の必要性、正当性に関する評価 

プロジェクト目標や成果、ターゲット地域設定の妥当性について、イエメン政府の

開発政策および基礎教育開発戦略、他ドナーの活動内容・方向性に照らし合わせて

判断を行う。さらに、教育省担当部局のニーズや意欲、組織体制、またターゲット

地域の諸県のニーズや意欲、組織体制と整合性がとれており活動の妥当性が担保さ

れるかについても確認する。あわせて、日本の ODA の協力方針との一致も確認す

る。 

有効性 プロジェクトの効果に関する評価 
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プロジェクト目標の達成が、イエメンの教育課題の解決につながるであろう事を確

認すると共に、プロジェクト成果の達成がプロジェクト目標の達成に論理的かつ現

実的に結びつくであろう事を確認する。 

効率性 プロジェクトの効率性に関する評価 

プロジェクトのアプローチと実施計画案が、イエメンの現状と照らし合わせて十分

に効率的に実施可能であろうと判断しうることを確認する。 

インパクト プロジェクトの長期的、波及的効果に関する評価 

プロジェクトによって予見されるインパクトについて、ポジティブな側面とネガテ

ィブな側面の両方からどのような結果をもたらすか検討を加える。 

自立発展性 プロジェクト終了後の便益・開発効果の持続性に関する評価 

プロジェクトの実施終了後も、プロジェクトによって開発された人員や組織能力、

制度、手法・ガイドラインなどが引き続き活用され、持続的に効果をもたらすこと

ができるかどうかを検討する。 

 
（２）評価実施方法 
 評価分析のための定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 
 
首都サナーでは、教育省関係者およびドナー関係者に対して、基本的にセミ・ストラクチャードで

キーインフォーマントインタビューを行い、必要な情報をフレキシブルに引き出した。なお、インタ

ビューでは BRIDGE II に関する暫定的な内容での情報提供も行い、プロジェクト内容への理解を得

ると共に、プロジェクト開始後のドナー協調への入り口とできるよう配慮した。加えて、統計資料を

教育省の担当部局から入手した。 
 
地方においては、県および郡の関係者へのアン・ストラクチャードでのキーインフォーマントイン

タビューを行った。学校現場の視察では、校長や郡教育官、教員へのアン・ストラクチャードなイン

タビューでフェーズⅠでの効果と教訓、現在の課題について自由に意見を述べてもらった。それと共

に、契約教員の活動状況やフェーズⅠ資金で建設された校舎・施設について観察による情報収集を行

った。 
 
フェーズⅠの日本人専門家からは、現地調査前にディスカッションによって追加的な情報を収集し、

現地調査での検討ポイントを洗い出した。また、フェーズⅠのローカルコンサルタントから、現地で

ディスカッションによりさらに情報を収集した。 
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第２章 要請の背景 

２－１ イエメン基礎教育セクター概要 

（１）基礎教育開発戦略 
 イエメン政府は、1990 年より 5 カ年経済社会開発計画の策定を開始し、教育を含む公共サービス

の強化を目指しての取り組みを実施してきた。また、Strategic Vision 2015 を策定してより長期的なビ

ジョンに基づく開発戦略を示している。基礎教育セクターにおいては、Education for All（EFA）を目

指し、イエメンにおけるすべての子どもへの質の高い基礎教育の提供を目標として、開発パートナー

や教育関係者との協議を経て、2002 年 10 月に基礎教育開発戦略（BEDS）2003～2015 年が採択され

ている。 

 
 BEDS では、2015 年までに平等かつ質の高い基礎教育（6～14 歳/ Grade 1～9）の完全普及を達成す

ることを戦略的目標としており、そのために BEDS では 8 つの教育開発重点エリアを設けている。 
1. 教員の質と教授法改善（Teacher and Guidance） 
2. 学校運営能力強化（School Management） 
3. カリキュラムと評価手法改善（Curriculum and Assessment） 
4. 教育財政強化（Funding of Education） 
5. 女子教育促進（Girls Education） 
6. 学校環境改善（School Building） 
7. 地方分権化促進（Education Management and Decentralization） 
8. 地域住民参加（Community Participation） 

 
以下に、教育開発重点エリアの中から、地域女子教育向上計画フェーズⅡ（BRIDGE II）と特に関

連が深いと思われる分野について、BRIDGE II との関係性もふまえて概略する。 
 
「学校運営能力強化」 
 BEDS では学校運営能力の課題として、学校長の資格の低さや学校長選出方法の欠陥、学校長への

研修不足、教育局による指導の不足、コミュニティと学校との相互作用の弱さをあげている。BRIDGE
モデルでは学校委員会が主体となって学校改善プロジェクトの計画、実施、報告を行う義務をもつこ

とから、この BEDS の学校運営能力強化エリアの課題と関連が強い。BRIDGE での郡教育事務所

（District Education Office：DEO）研修や学校長研修、啓発活動はすべて学校運営能力の強化や学校

運営へのコミュニティ参加促進に結びついている。現在、BEDS では、学校管理職員の能力強化やア

カウンタビリティの向上、学校管理職と教員、学校と保護者、学校と教育行政の間における協力関係

のあり方、学校監査制度、能力主義の学校管理職の昇進、といった分野が重要視されている。 
 
「女子教育促進」 
 BEDS では、女子教育上の課題として、女子の低い就学率や修了率、農村部における女性教員の不

足、女子就学向上に適さない学校運営、学校設備の不足、女子の地域ニーズに合わないカリキュラム

をあげている。 
BRIDGE は女子教育促進エリアに特に関連が深く、フェーズⅠでは、啓発活動（コミュニティ・教
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員の意識改革）や学校改善活動（契約教員の雇用、女子用トイレの設置など、教室拡張）を通じて女

子の就学率・修了率の向上に良好なインパクトをもたらしている。 
現在、BEDS では、女子児童の就学を助けるような学校設備・校舎の拡張を重点分野とすると共に、

女子教育の重要性に関する啓蒙活動や、農村地域における女性教員不足の解消、農村地域の女子にと

って関連性の高いカリキュラムを開発することなどが主要な施策となっている。 
 
「地域住民参加」 
 BEDS では地域住民参加の課題として、不十分な制度的枠組み、地域住民参加の重要性の認識不足

などをあげている。 
 BRIDGE モデルでは、学校委員会が主体となって学校改善計画を策定しモニタリングを行っており、

地域住民参加に非常に関連が深い。学校委員会には、父会と母会の代表者も含まれており、地域住民

の学校運営に対する参加が効果的な学校委員会の活動の鍵を握っている。BRIDGE 対象校では保護者

への啓発活動や学校委員会を通じての学校改善活動への参加によって、地域住民参加の重要性への意

識の高まりや地域住民と学校との距離感の大幅低下といった効果が現れている。 
現在、BEDS では、教育サービスが教育需要や社会開発に適切に貢献するため、地域住民の参加が

必要であるとし、地域住民への啓発や関連法規の開発、保護者の意見の汲み上げ促進、また教育行政

官の地域住民巻き込み能力の向上などを、重要な施策としている。 
 

BRIDGE II の活動が直接的に影響する教育開発重点エリアに加えて、BRIDGE モデルの効果的な導

入のためには、地方分権化の促進がひとつのキーファクターである。BEDS では、機動的かつ効率的、

効果的な教育行政運営のため、県や郡のレベルへの権限委譲を進めることが重要であるが、同時に、

地方分権化を段階的に進めていくことも重要である。権限の地方への委譲には長期間を要すると考え

られ、BRIDGE II の実施に当たっては、地方分権化の状況をよく把握したうえで、中央集権型の意識

がいまだ強い教育省 C/P に対して、県や郡の主体性を尊重するよう働きかけていくべきである。BEDS
では地方分権化に関する課題として、県や郡の権限委譲受け入れ能力不足や設備の不足、職員の資格

の不足、他の関連規則の整備の遅れ、省・県・郡の教育局間のコーディネーション不足、財務省との

折衝・干渉をあげている。そのどれもが解決に長い時間を必要とするものばかりであるが、BRIDGE 
II での州・郡の教育局の能力強化を通じて、一定の進展が見られることが期待できる。 
 
 FTI Country Proposal を見ると、イエメンにおける教育開発目標達成へのリスク要因として、石油・

天然ガスの国際価格下落や旱魃、外部支援の減少があり、特に石油・天然ガスセクターに対しては

1995-2000 年において GDP の約 36%、一般会計の 60～70％を依存していることから、その国際価格

の変動に非常に脆弱な体制であることが問題視されている。さらに、農業セクターにおいては、全就

労者の 53％の雇用を吸収するセクターであることから、旱魃などによる被害は直接的に多くの世帯

を直撃し、児童の就学にも大きな影響を及ぼすことから注意を要する。 
 
 BEDS による 2015 年までの長期戦略を具体化するため、2006 年の年次教育レビュー会合で、中期

結果枠組み（Mid-Term Result Framework: MTRF）が 2006 年から 2010 年の 5 カ年を対象として策定さ

れている。これは、2015 年までの初等教育完全普及の達成を目指して、成果重視の教育政策への全

面的な転換を図ろうとする試みである。MTRF の中では、BEDS の 2015 年の戦略目標を達成するた
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め、以下のような具体的な目標が示されている。 
 
 （アクセス）１）全体的な粗就学率を 77％から 90％へ引き上げる 
    ２）男女就学率格差を 25 ポイントから 11 ポイントに引き下げる 
    ３）全体的な文盲率を 47％から 30％へ引き下げる 
 （教育の質）学習目標の設定と見直し（1 学年～12 学年） 
 （組織強化）１）開発パートナーとのコーディネーション管理システムの立ち上げ 
      ２）BEDS の目標実現に沿った教育省の組織改革 
 
 さらに、MTRF にあわせて、年間行動計画（Annual Work Plan：AWP）が教育省 Technical Office に

よって作成されるようになり、それに基づいて教育省とドナーの活動の調整が図られるようになって

きている。現在、AWP の作成に関しては、ドナー側との調整不足やモニタリング不足など、作成過

程や実行過程における技術的課題が多く存在することがドナー関係者より指摘されている。また資源

利用可能性を考慮しないで作成されているため、クリスマスのウィッシュリストのようになってしま

っているとの批判も聞かれる。しかし、方向性としては AWP に基づいた協調の仕組みを今後も継続

していくことで、教育セクター関係者の全体的な合意が形成されている。 
 

（２）基礎教育の現状 

 イエメンの出生率は低下してきてはいるものの、現在でも世界でも も高い国のひとつであり、

2000 年初期での出生率は 5.9 とされている。その結果、2007 年の推定人口 2,200 万人のうち、じつに

70％が 25 歳以下であり、さらにその 3 分の 1（約 560 万人）が基礎教育の年齢層である 6～14 歳で

あると推計されている。ミレニアム開発目標の年である 2015 年にはそれが 600 万人にも達すると想

定されており、この 6～14 歳人口の急速な増加が基礎教育の完全普及にとって非常に大きなチャレン

ジとなっている。さらに、イエメンの人口の大半（約 70%）は農村部に分散して居住しており、そ

れがまた教育サービスを含む公共サービスの提供を難しくしている。 
 これらの困難にもかかわらず、BEDS などの取り組みにより、イエメンの基礎教育は着実に拡大を

続けてきている。特に女子に対する基礎教育の普及は目覚しく、粗就学率で見ると、1998/99 年には

基礎教育（G1-9）で 42%であったものが、2007/08 年には 64％へと大きく改善している。さらに初等

教育（G1-6）に限ってみると 1998/99 年の 49%から 2007/08 年の 76％へ、飛躍的な改善を示している。

とはいうものの、他の低所得国や FTI 対象国の女子就学率平均と比べても女子の就学率はまだまだ低

く、引き続き、女子の就学促進が基礎教育セクターの主要課題であることに変わりはない。 
 

表２－１ Gross enrollment ratios (GERs) (%), 1998/99 & 2007/08 

1998/99 2007/08 1998/99 2007/08 1998/99 2007/08
Early childhood education 0.8 1.2 0.7 1.0 0.7 1.1
Primary education (G1-6) 86 94 49 76 68 85
Basic education (G1-9) 80 85 42 64 62 74
Secondary education (G10-12) 46 43 16 23 31 34
University 15 18 4 8 9 13

Males Females Total

 

Source: WB, Yemen Education Country Status Report 2009 
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女子就学率の州ごとの差も激しく、 も高いサナア市（84%）と も低いサダ州（32%）（HBS 2005）
では 52％もの開きがある。男子の就学率にはここまで大きな州ごとの差は観測されない。世銀のレ

ポートによると州ごとの基礎教育就学率は州の貧困率（貧困層の占める割合）と反比例するとの分析

もある。 
留年や退学の問題は男女ともに非常に深刻である。特に女子は、伝統的な共学クラスへの抵抗や若

年結婚の影響により、せっかく入学しても退学せざるをえない状況に陥りやすい。BRIDGE II でのト

ライアル州となるダマール州でも伝統的な価値観から親が共学クラスに女子を通わせることを拒む

ケースが多いことが、学校訪問中に学校関係者から報告されている。留年・退学の影響により、内部

効率性は著しく損なわれており、BEDS Annual Progress Report 2008 に添付の進級・留年・退学率のデ

ータ（SY2007/08）に基づくと、初等教育（G1-6）での男子の卒業生あたり就業年数は 9.1 年、女子

は 10.8 年と計算され、かなり非効率であることが分かる。 
 
２－２ 教員採用・配置システム 

（１）教員に関する現状 

イエメンにおける教員－生徒比率の全国平均は 2006/07 年では 25 であり、これは低所得国の平均

である 41 と比べても決して高くはなく、逆に、FTI では効率性の向上のため 35 程度を目指すべきで

あると推奨している。しかしながら、イエメンの地理的特性により、特に農村部においてコミュニテ

ィが小規模でありまた就学率が低いことから、どうしても小規模クラスにならざるをえないという事

情がある。なので、一概に教員－生徒比率が低すぎる（＝効率が悪い）とは言い切れず、小規模教室

の配置や複数年学級の展開などの施策も合わせ、総合的に検討される必要がある。 
また、教員の男女比率の偏りや無資格教員の問題も大きい。2007/08 年の教育省調査では約 19 万

9,000 人の教員が全国の公立の基礎教育および中等教育で教えているが、そのうち 77％が男性教員で

ある。女子教員の存在は女子の就学にとって重要な促進ファクターとなっていることが分かっており、

教員の男女バランスの崩れは大きな課題である。反面、都市部では 53％の教員が女性教員である一

方で、農村部での女性教員の比率はたったの 9％であるなど、都市－農村間での格差も激しい。農村

部における就学促進のためには、特に女性教員を対象とした、正規教員雇用以外の別の枠組みでの契

約ベースでの採用を実施するなど柔軟な対応が求められている。また、教員資格の有無は必ずしも授

業や学校運営の質と直結するとは限らないが、 低限資格であるディプロマを保持している割合は全

教員の約 60％にすぎず、教育省は現在、教員の資格向上に向けた再教育などの取り組みを行ってい

る。 
（２）教員採用の流れ 

教員の新規採用の流れは大変複雑であり、雇用保険省、財務省、教育省の 3 省庁が関係する。また

実際にはかなりの程度、純粋な教育上のニーズや能力に基づいてではなく、政治的な力学で採用が決

定しているとの報告もある。なお、以下の採用プロセスは調査時点の仕組みであり、地方分権化の進

展にあわせて将来的には教員の採用権限もすべて州に移管されていく方向とのことである。 
基本的に、教員の新規採用にあたっては、州レベルで、採用枠と新規教員需要と候補者のマッチン

グが行われるが、意思決定は基本的に中央と州でなされる。 
まず学校長がそれぞれの学校の状況（生徒数、学級数、シフトなど）に基づいて必要とする追加教

員のニーズを性別、レベル別、科目別に DEO へ提出する。教員ニーズの分析にあたっての正式な基

準は特になく、学校長の判断に任されている。その後、郡は取りまとめた教員ニーズを州の教育事務
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所へ提出する。これが新規教員への各郡からの需要として州で認識されるわけだが、学校・郡から要

請される新規教員の数は、削られることを見越して実際のニーズより大幅に上乗せされてくることが

一般的である。州はまとめられた要請を中央の教育省へ提出する。 
教員として採用を希望する有資格者は、雇用保険省に必要書類を提出し候補者としての登録を行い、

採用通知を待つ。 
財務省は承認された予算を中央と州政府に通知し、それに基づいて新規教員の採用枠を承認し、雇

用保険省と教育省に通知する。教育省では承認された新規採用枠を州からの要請と照らし合わせ州ご

との採用枠を科目・性別に決定する。その後、教育省は雇用保険省と調整を行い、雇用保険省では州

レベルの雇用保険省の候補者データベースから教員として採用される候補者を選抜する。その後、州

の教育事務所へ選抜された候補者の通知が行われ、州の教育事務所は資格の確認およびそのほかの必

要な手続きを行った後、再度雇用保険省へ確認の通知を行い、それをもって 終的な承認および給与

の手配がなされ、 後に州知事が採用通知を発行する。州では採用が決定した教員を郡からの要請に

基づいて各学校へ割り振り、教員の配置を決定する。 
なお、教員は採用枠より候補者のほうが圧倒的に多く、場合によっては正規採用まで時間がかかる

ことから、正規採用が決定するまでの期間、ボランティア教員として地域の学校で教鞭をとるケース

も多い。 
 

図２－１ 新規教員採用プロセス 

 

Source: WB, Tracking Basic Education Expenditures in Yemen, 2006 

 
  

－11－



 

基本的にこのようなプロセスを通じて採用される教員であるが、その配置の効率性は低く、特に一

部の農村地域や僻地校において深刻な教員不足を引き起こしている。世銀のレポートによると教員配

置パターンは州によってばらつきがあり、居住地域の分散に適した形になっておらず、また州内でも

学校の配置がニーズに沿ってなされていないという問題が報告されている。採用プロセスも透明性が

高いとはいえず、候補者リストにない者を採用したり、低い資格しかもたない候補者を採用したり、

要請されていない科目で採用するなどさまざまな問題が指摘されている。また社会的な規範から、女

性を自宅から離れた学校に配置することは困難であり、農村地域における女性教員の配置を難しくし

ている。 
さらに事態を深刻化させているのが教員の欠勤の問題や、ゴースト教員と呼ばれる給与のみを受け

取る教員の問題である。2006 年に世銀が実施した教員の勤怠についての調査によると、調査対象と

なった学校での欠勤率は 19％で、14％が事前の届けの無い無許可の欠勤であった。それらの欠勤の

うち、27％は学校長に報告もされず、勤怠簿にも載らない欠勤であった。そのような高い欠勤率から

も分かるように、教員の勤務意欲やモラルは必ずしも高いとはいえず、また学校長の学校管理能力に

も疑問符が付かざるをえない状況である。教員の頻繁な欠勤は生徒の学習意欲・成果を損ない留年や

退学につながることから、早急な解決が望まれる。父母会や PTA が組織されている学校は欠勤率が

低くなることが分かっており、保護者によるモニタリングは効果的な抑止力と期待される。 
ゴースト教員の問題は、教育支出の効率性に重大な影響をもたらしている。ゴースト教員とは教員

としての給与を受け取りながらも、授業をもたずまた校務にも携わらない教員のことであり、年次教

育サーベイによる教員数と給与支払いデータからの教員数との乖離からその存在が明らかになって

いる。2004 年のデータでは、おおよそ 3 万人ものゴースト教員が存在する計算になっており、公立

の基礎・中等教育全体での教員数が約 19 万 9,000 人（2007/08 年）であることを考えるとその比率は

実に約 15％にも達し、教育資源の甚大なロスであることが分かる。ゴースト教員の現状は正確な実

体がなかなかつかみきれないものの、関係者の認識も高く、ダマール州の教育局（GEO）局長はゴ

ースト教員・職員対策で指導力を発揮し、その解消に一定の成果をあげているとの報告もあった。 
  
２－３ 教育財政システム 

（１）教育財政状況 

イエメンの公共教育支出は公共支出全体の伸びにあわせて着実に増加を続けてきている。実際、

1997 年から 2007 年までの 10 年間で、インフレ分を除いた実質の値でおおよそ 125％もの増加を見せ

ている。特に原油価格が高騰した 2007 年には大きな伸びを見せた。 
 しかしながら、金額ベースでの伸びにもかかわらず、対 GDP での割合や国家予算に占める割合で

は、2002 年をピークとして停滞を続けている。2002 年には GDP 比で 6.8％、国家予算比では 21%を

占めていたが、2007 年にはそれぞれ 5.8%と 14%に低下している。これは政府の公共支出に対する教

育セクターの優先順位が低下してきていることを暗に示している。 
 2008 年の調査時点においては、世界金融危機による国際原油価格暴落の影響から教育予算も削減

を余儀なくされ、教育予算のうち、給与以外支出への予算が前年比で 50％削減となったとの報告を

受けた。後述するようにイエメンの教育予算の大部分は教員や職員の給与へ振り向けられており、も

ともと非常に限られた給与以外の予算が半減したことにより、中央および州の教育予算はかなりの程

度自由度が奪われていると想定される。世銀の教育経済コンサルタントによると、原油価格が今後あ

る程度の回復をしたとしても、国内のガソリン補助金制度の負担もあり簡単に財政状況が好転する状
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況ではないとのことである。BRIDGE II の実施にあたっても、上記の財政状況を念頭におき、実現可

能な形での自立発展性の方向を模索する必要がある。 
 
（２）教育財政内訳 

 基礎教育や中等教育への政府支出のうち、経常経費はおよそ 88%を占め、残りの 12%が開発経費

となっている。開発経費には、学校建設や校舎建設の費用が含まれる。経常経費のうち、実に 94％
が教員と管理職に対する給与支払いである。それ以外の支出は 6％しかなく、これは国際的に見ても

低い水準である。さらにその 6％のうち 3％程度は教科書の購入にあてられているので、学校が実験

器材購入や設備修復などの改善活動に使用できる予算は非常に少ないことが分かる。実際、学校訪問

中、学校長への聞き取りでは、学校は中央・地方教育行政から学校運営のための資金をまったく受け

取っていないことが指摘されている。 
 
（３）学校運営費支給制度 

 現在、イエメン政府が進めている教育財政改革のひとつの柱は、学校運営費制度（Operational 
Budget）と呼ばれる学校運営費配賦システムの導入である。イエメン政府は 2008/09 年の学年度より

それまで保護者から徴収していた授業料を初等教育について廃止し、代わりに中央から各学校へ生徒

数に応じての学校運営費の配賦を行うよう政策の転換を行った。転換そのものは、BEDS の掲げる完

全就学の目標達成のために、貧困層にとって就学の大きな妨げとなっていた学校運営費を無くすこと

で就学へのハードルを下げる意義のある政策転換といえる。また、教育省関係者からの聞き取りでは、

学校運営費制度の導入にあたって、学校自身による会計管理という点において BRIDGE プロジェク

トの経験を参考にしているとの報告があり、BRIDGE モデルとの共通点も多い。 
 しかしながら、調査時点において、本制度はさまざまな問題に直面し、まだ機能するに至っていな

い状況であった。2008/09 年度は結局、3 万リアル（約 1 万 5,000 円）を生徒数とは関係なく各校に配

賦しただけに終わり、2009/10 年度についても、現在財務省との 終調整中との事であった。困難の

理由として主にあげられたのは金融危機による財政難であるが、本制度の導入にはどのドナーも直接

的な支援を行っておらず、技術的にも困難に直面していると思われる。実際、制度変更に伴って実施

されるべきすべての州・郡・学校の管理職への研修もいまだ実施されておらず、資金が配賦されたと

してもさまざまな問題が発生することは十分想定される。 
 2009/10 年度の学校運営費制度への確保済み予算は、総額で 5 億リアル（約 2.5 億円）とのことで

あった。これを全国の 1 万 5,000 校に対して配賦するが、生徒数に応じての配分となる。生徒数によ

って学校をカテゴリに分け、それぞれのカテゴリごとで生徒 1 人あたりの配賦金額が決まる。調査時

点においては各校の生徒数の調査中であり、具体的な 1 人あたり金額は生徒数が判明してから確定す

るとのことであった。 
学校への資金の受け渡し方法であるが、財務省としては学校の銀行口座や郵便局口座へ中央から直

接に振り込む方式を主張しており、調査時点において財務省のサイン待ちということであった。教育

省の既存の方式は郡の会計局を経由して支払う形であり、そこからの大きな変更となる。変更の理由

としては、世銀の基礎教育開発プロジェクト（Basic Education Development Project：BEDP）プログラ

ムが中央銀行から学校の口座への直接振り込みを想定していることや、給与支払いなどにおいて郡レ

ベルで汚職が多く報告されていることが考えられる。 
 同種の学校運営費制度は他国でも導入事例があるが、学校で使われるべき資金が学校まで届かない
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ことや学校管理職による横領など、しばしば問題に直面している。教育省職員によると、財務省も学

校の資金管理能力には懐疑心を抱いているとの事であった。BRIDGE II では、コミュニティの参加を

通じた効果的な学校改善活動や効率的な学校運営のための能力強化を通じて、学校運営費制度の円滑

な導入を支援することも期待されている。 
 
（４）州からの BRIDGE 予算 

 BRIDGE II では州からの予算確保を目指している。財政の厳しい州に財源確保を求めていくことは

大きな抵抗が予想されるが、関係者に便益を説得し、理想的には 2 回目以降の学校配賦金から徐々に

州財源への移行を進めていくことが望ましい。州の予算の承認権限は基本的に州の議会にある。その

ため、州への働きかけに際しては、GEO と共に、州知事や議会の教育委員会に対して財源確保を働

きかけていく必要がある。また、州の経常経費予算は一度確保されれば、外すための活動をしない限

り毎年確保され続ける、前年度踏襲型の予算である。 
 なお、フェーズⅠの経験から、州予算に関するいくつかの留意点が分かっている。まず、柔軟性に

欠ける部分があり、一度学校への配賦を決めると配賦先の学校を変更することは容易ではない（基本

的にできない。一度解除して再度別の学校を指定する必要がある）。また使途も支出元の予算項目に

よって限定されており、自由に改善活動にあてることは難しい。学校への振り込み方法に関しても、

地方自治法（Local Authority Law）によって郡の会計局を通すことになっており、ここでさまざまな

汚職が発生する余地がある。実際、調査中の聞き取りによると、23 万リアル受け取るべきところ、

実際には 18 万リアルしか受け取れなかったとの報告もあり、プロジェクトの自立的発展の大きな阻

害要因となっている。 
 州からの予算を確保するにあたっては、上記のようなタイズ州での教訓を整理し、あらかじめ可能

な対策を検討しておくことが重要である。 
 
（５）教育財政プロセス 

 以下にイエメンでの予算編成プロセスを世銀のレポートに基づいて概略する。BRIDGE II 実施中に

は、下記の予算編成プロセスを念頭において予算の確保に向けての交渉を行うことが望ましい。なお、

現時点において、地方分権化に向けた取り組みが進展中であり、予算編成プロセスも変わる可能性が

ある。分権化の進捗状況を随時確認していく必要がある。 
 
「予算編成全体プロセス」 
 イエメンにおける予算編成プロセスは High Budget Committee（HBC）の会合から始まる。HBC に

は首相をはじめ、財務省、計画省や他の関連省庁が含まれる。HBC は予算編成の戦略を討議し、そ

の結果を財務省に通知する。それを受けて財務省では、予算委員会を立ち上げて通知を検討後、各省

庁に対して予算通達を回覧する。予算通達には前年度実績に基づいた予算配分に関する指示などが記

載されており、給与に関する上限なども含まれる。各省庁は内部で予算編成のための委員会を立ち上

げ、予算通知を参考に予算要求を作成する。財務省は受け取った予算要求を確認し、予算委員会に対

してコメントを送付する。予算委員会では予算要求とコメントを受け取り、各省庁との協議を行う。

その後各省庁は予算要求の修正を行い、予算委員会へ再提出する。再提出された予算案は HBC によ

って承認される。承認された予算案は閣僚会議に諮られ、その後、下院の予算協議に送付されて可決

される。可決された予算を基にして財務省は各省庁への予算の準備を開始する。 

－14－



 

図２－２ 予算編成プロセス 

 
Source: WB, Tracking Basic Education Expenditure in Yemen 

 
「教育省における予算編成プロセス」 
 教育省の財務局が予算編成に責任をもつ。財務局は大きく 2 つの部署に分かれ、ひとつは購買部で、

もうひとつは財務部である。財務部は、歳入ユニット、予算ユニット、支出管理ユニット、監査ユニ

ットの 4 つに分かれている。 
 教育省での予算編成は上述の予算通知を財務省から受け取って開始される。予算ユニットが中心と

なって、予算編成作業を実施する。経常経費は、職員給与と備品、メンテナンス費用、その他運営費

が含まれる。ただし、教員給与およびそのほかの学校運営費に関しては、教育省の予算には含まれず、

州への交付金に含まれる。予算ユニットはさらにプロジェクト局に対して、開発経費の算出を指示す

る。プロジェクト局は統計局と協力しながら、開発経費を算出する。統計局では各地で実施中の開発
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支出（校舎建設など）をモニターしており、それらへの経費手当てが 優先される。さらにプロジェ

クト局は州からの開発経費への要望を収集し、それらを教育省の長期的計画に基づいて重要度を振り

分け優先順位をつける。それをもって、開発経費への予算要求が予算ユニットに提出される。経常経

費と開発経費の予算案が完成した後、教育省の上層部によるチェックを経て財務省へ提出される。た

だし、教育省は、財務省内で削られることを見越して、財務省へ提出する予算案を予算通知の上限を

超えて上積みして提出することが多い。 
 
「地方における予算編成プロセス」 
 地方における予算編成作業は財務省からの予算通知を受領して開始される。地方に対する予算通知

は制限が多く、特に経常経費においては硬直的で地方政府の政策シフトに柔軟に対応することが難し

くなっている。たとえば、運営・メンテナンス費は以前から予算不足が問題となっているが、そこへ

の割り当て分は無い。また開発経費に関しても長期的戦略と適切にリンクしておらず、また案件もイ

ンパクトや費用便益に関する分析などが適切になされていない。そのため、開発経費は特に戦略性を

もたないいくつもの投資案件の寄せ集めとなってしまっている。 
 予算編成にあたっては、郡の省の出先機関が翌年度の年間予算案をドラフトし、郡予算委員会のレ

ビュー後、郡議会に承認を得る。なお、郡の歳入見込みのうち通常 40%程度が教育セクターに割り

当てられ、主に開発経費に当てられる。中央からの交付金は主に給与に振り向けられるが、別途、上

述のように教育省からの開発経費も割り当てられる。 
 郡レベルでの予算案は州に集められ、GEO と郡予算委員会が州の予算委員会と予算案を検討し、

承認を得る。承認済みの郡の予算案が集約され、州の予算案となる。知事は集約された州の予算案を

州の計画予算委員会へ諮り、委員会は予算案を分析し必要な修正を加える。その後、修正済み予算案

は州議会に提出され、承認を受ける。承認された州の予算案は財務省へ提出され、 終的な承認を受

けることとなる。 
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図２－３ 教育省における予算編成プロセス 

 
Source: WB, Tracking Basic Education Expenditures in Yemen 
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図２－４ 地方における予算編成プロセス 

 
Source: WB, Tracking Basic Education Expenditures in Yemen 

 
２－４ BRIDGE フェーズⅡの現状調査 

本節では、BRIDGEⅠの終了時において取り上げられた提言がプロジェクト終了後 7 カ月を経た調

査時点において、解決へ向けての進捗度合いや新たな課題の有無について、タイズ州における自立発

展性および BRIDGE II での対策の観点から論じる。また、フェーズⅠ終了時の教訓が、BRIDGE II
のフレームワークの中でどのような意味をもつか分析を加える。 
 
（１）フェーズⅠでの提言および現在の状況 
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 フェーズⅠの完了報告会において報告された提言は以下の 6 点である。 
１）現地予算の確保：学校向けの助成資金＋研修やモニタリング費用の確保 
２）学校が直接助成金を受け取れる仕組みを確立する 
３）契約教員の継続的確保と能力・資質の担保を図る（正規化・契約教員制度の見直し） 
４）学校への助成金額の再検討（学校運営費制度の方式との整合・学校規模での重み付け） 
５）他の類似した学校改善型の事業との調和を図る 
６）郡付き視学官の学校支援、モニタリングへの動員を図る 

 

各提言に則り、現状を報告する。 

１）現地予算の確保 

 学校向けの助成資金については、フェーズⅠの 終年である 2008/09 年に 59 校に対して 1 校あた

り 23 万リアルが予算確保され配賦されている。終了時点の計画ではさらに 60 校に対して拡張を行う

予定とされていた。 
タイズ州での聞き取りによると、パイロット校 59 校向けの助成資金については予算枠が確保され

ており、引き続き州の予算から支給することが可能との事である。しかしながら、予定されていた新

規 60 校向けの助成資金については予算の確保には至っていない状況であった。また、研修およびモ

ニタリングを実施するための予算については、2008/09 年に中央の教育省から 50 万リアルの支給があ

ったもののそれ以降はストップしている状況である。そのため、州の BRIDGE チームは郡・学校に

対してモニタリング活動を効果的に行うことが困難な状況におかれている。 
州の財政状況を現実的に見ると、現在想定されている対象校の拡大は、タイズ州の全校 1,400 校の

カバーを目指すことは非現実的であり、対象校を 2～3 年で入れ替えていくことによる学校改善活動

の普及がより現実的な選択肢であろう。タイズ州でも同様の考えをもっているようであるが、州の予

算のルールによって一度学校へ助成金を出すと、助成金の対象校を年度ごとで入れ替えていくことは

できない仕組みになっているとのことである。対象校を変えるためには、一度、助成金の予算をキャ

ンセルし、再度新しい対象校で助成金の予算を確保する必要があり、手続きに大きな労力がかかる。 
また、運営費に関しては、教育省の財政状況が逼迫し、また JICA の後押しも無い現在、中央の教

育省から 50 万リアルの予算を継続して獲得することはきわめて困難なことが予想される。調査団側

からは学校への助成金の一部（10％等）を研修・モニタリング費用に回すことが提案されたが、予算

の仕組み上、そのような措置も難しいとのことである。 
タイズ州側からは、唯一の解決策として、確保した予算をプロジェクトの費目に割り当てられれば

使途の詳細は制約されないため、フレキシブルに対象校の入れ替えや研修・モニタリング費への振り

替えが可能となるとの案が示された。ただし、JICA ヨルダン事務所によると、同案はフェーズⅠの

頃から議論に上っておりいまだ実現されていないことから、何らかの制度的障害が存在するものとも

考えられる。BRIDGE II では、タイズ州での教訓に基づいてあらかじめ州側と詳細を検討し、適切な

予算の設計を行う必要がある。 
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２）学校が助成金を直接受け取れる仕組み 

 調査時点において、特に変化は無い。地方自治法（Local Authority Law）の定めにより、州予算の

支出は、郡事務所を経由しなくてはならないこととなっている。フェーズⅠ実施中にも多くの議論が

なされたが、法律の変更を伴うことから非常に困難であり、 終的に現在の仕組みに従って助成金が

配賦されることとなった。 
 問題は助成金が郡の事務所を通らなくてはならないことそのものではなく、郡の事務所における汚

職の問題である。郡の事務所から学校が助成金を引き出す場合、もろもろの手数料を取られたり、あ

からさまなキックバックが要求されることが多い。面談した学校長は、23 万リアルが満額であるべ

きところ、18 万リアル程度しか 終的に受け取ることができなかったと調査団に報告した。実際に

どの程度が郡事務所（または校長自身）による汚職でどの程度が正規の手数料なのかは情報が得られ

なかったが、いずれにしてもかなりの減額であり、学校側からは改めて直接送金を実現するよう強い

要請があった。 
 BRIDGE II に向けては、中央での政策提言活動により力を入れ、州の資金についても学校の口座へ

の直接送金が可能となるよう働きかけを続けていく必要がある。財務省自身も、学校運営費制度では、

郡を経由せずに直接学校の口座へ振り込む方式を支持している。 
 

３）契約教員の継続的確保と質の担保 

 125 人の契約教員の正規雇用については調査時点においても解決を見ていない。教育省の人事局に

よると、雇用保険省との調整は完了し、財務省の承認待ちであるとのことであり、半分をまず雇用し

次の年にまた半分という 2 段階で正規雇用を進めるとのことであった。実際にそのとおりに正規雇用

が進むか否かは不明であり、BRIDGE II でも引き続き、折に触れフォローアップを行う必要があろう。

教育省人事局担当者によると、特に問題となったのは、資格レベルを満たさない男性の教員の扱いに

ついてであったとのことである。 
 なお、調査団の結論としては、契約教員雇用が与えた女子就学向上へのインパクトが大きかったこ

とは認めつつも、その反面の自立発展性への課題の大きさなどから、BRIDGE II では学校助成金によ

る契約教員の雇用は認めない方向である。BRIDGE II では、契約教員雇用の無い前提で、より効果的

な学校改善活動の支援を行っていく必要がある。また契約教員の雇用ができない前提を踏まえた対象

校選択基準を検討する必要があるであろう。 

 

４）学校への助成金額の再検討 

 タイズ州においては既述の財務ルールの問題のため、59 校に対する助成金金額の変更は難しい。

BRIDGE II において助成金の金額を決定する際には、可能な限り教育省の学校運営費制度の計算式に

則った形で、生徒数によって標準を設け、各校への助成金額を決定することが必要となるかもしれな

い。 
 

５）類似の学校改善事業との調和 

 BRIDGE II の成果 1 は主に統一された標準モデルおよびガイドラインの開発に向けられており、類
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似の学校改善事業との調和が主眼となる。現在も実施中の学校改善事業は、世銀が支援する BEDP
の包括的学校改善（Whole School Improvement：WSI)）プログラムと、UNICEF の支援する子どもに

やさしい学校（Child Friendly School：CFS）プログラムの 2 つである。また、過去にドイツ政府技術

協力公社（Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit：GTZ）の支援で開発された父母会ガイ

ドラインが存在する。調査団では、各プログラムの担当者と面談し、統一化への関心と意欲が高いこ

とを確認した。統一化にあたっては、①フレキシブルなガイドラインとすること、②標準モデルとな

っても、それぞれの関係者が都合のよいタイミングで採用できること、③可能な限り早く教育省の承

認を得ること、が重要であるとの意見が聞かれた。また、上記 3 つのプログラム関係者だけでなく、

他のプログラム関係者も含めた意見交換会をもつことが望ましいとの指摘もあった。 
  

６）郡視学官の動員を図る 

 タイズ州では視学官は BRIDGE の実施には関わっていない。調査で面談した郡教育事務所（DEO）

ダイレクターからは、視学官が BRIDGE のモニタリングに参画できるように研修を提供してほしい

との要望が聞かれた。BRIDGE II では視学官をどのように取り込むことができるか、教育省の教育省

監査局を交え検討することが望ましい。 
 
 
（２） BRIDGEⅠからの教訓と BRIDGE II 

 BRIDGE プロジェクト事業完了報告書では、以下の点を教訓としてあげている。それらを BRIDGE 
II の枠組みとの対比で考察する。 

１）地方の中でもさらに後進地域を対象地域に含める 

州内や郡内においても、学校間の格差は大変大きいことがフェーズⅠの経験より明らかとな

っており、さらに後進地域を対象に含める必要がある。しかしながら、BRIDGE II においては、

僻地の学校が緊急に必要としている教員の補充は、改善活動として含めないことになっている。

そのため、BRIDGE II では学校改善活動を行うに足る正規教員がいることを 低限の条件とし

て、対象校の選択を行う必要がある。その場合、設備人員の極度に不足した学校や小規模な新

設校は対象からもれることが想定される。 

２）学校へのアクセスと教育の質の両方を同時に勘案する 

BRIDGEⅠは女子の就学促進（＝アクセス）に焦点を当てていたため、教育の質の改善とい

う点では幾分弱い。しかし、より多くの女子（および男子）が学校に来るようになった結果、

場合によっては教室や教員の受け入れキャパシティの限界に達してしまうことも想定され、質

の低下によって、せっかく高まった就学に対する意識が損なわれる事が危惧される。それを防

ぐために、BRIDGE II ではアクセスと質のバランスを図り、より教育の質向上に目を向けた学

校改善活動を取り入れていくことが望ましい。BEDP の WSI や UNICEF の CFS は教育の質の

向上に力を入れて実施しており、彼らの経験やガイドラインから学ぶべきことが多いと思われ

る。 

３）地元出身の教員を雇用する 

－21－



 

すでに述べたとおり、BRIDGE II では教員の雇用は基本的に行わない。教員不足の解消に対

処するため、州・郡の教育局・雇用保険局への提言を行うなどの対策をとることが望ましい。 

４）WSI は学校－地域関係を活性化する 

BRIDGE II でも、引き続き、父母会および学校委員会を各学校で組織し、さらに活動を実際

に行うことによって活性化を図っていく。教育省の職員と共に学校におけるそのプロセスを支

援し、教育省職員の意識改革と能力開発へとつなげる。 

５）イスラム教に基づく就学促進メッセージを、複数チャネルを通じて普及する 

女子教育局の実践能力強化として実施する全国レベル女子教育推進キャンペーンにおいて、

イスラム教に基づく就学促進メッセージを積極的に活用していく。 

６）WSI 事業における DEO、GEO 担当官の能力強化とは 

調査中、フェーズⅠ関係者からも、類似の学校改善案件の関係者からも、郡の教育局の能力

強化・積極的な関与が学校現場での改善活動の成否を握っていることが、繰り返し指摘された。

BRIDGE II でも引き続き、教育省職員と共に、郡の教育局の能力強化に特に留意しながら、支

援を行っていく。 

７）省庁間の協力体制の確立 

BRIDGE II では契約教員を採用しないため、雇用保険省との調整の必要は基本的に少ない。

財務省に対しては、州予算の学校への直接送金の方式について実現の可能性を探る。それと共

に、学校による資金の管理および学校改善活動実施が、十分に実現可能であることを示し、学

校運営費制度への移行を支援することが必要である。 
 
２－５ 基礎教育セクターにおける他ドナー動向 

 基礎教育セクターでは、BEDS をベースとして、その目標達成を支援するため、多くのドナーが教

育援助をプロジェクトベースで進めている。日本を除く主要なドナー間では Partnership Declaration
と呼ばれる紳士協定が結ばれており、BEDS の目標達成に向けて協力していくことが確認されている。 
 基礎教育支援の中でも、世銀、オランダ、DfID、KfW の協調融資で実施されている BEDP が規模

として も大きく、基礎教育セクター支援の中心的存在となっている。現在、BEDP は 2012 年まで

プログラムを延長する方向である。 
 
（１）BRIDGE と同類の学校改善の取り組み 

 BRIDGE と同類の学校改善案件に取り組んでいるのは、BEDP の WSI プログラムと、UNICEF の

CFS である。さらに、教育省による学校運営費制度も同様の仕組みに基づいている。また、過去に

GTZ の協力によって教育省が開発した父母会の仕組みは、学校改善活動の基礎となる重要な要素で

ある。 
BEDP WSI および UNICEF CFS による、学校助成金を活用しての包括的学校改善の仕組みは、

BRIDGEⅠの経験をかなりの程度参考にして設計されている。特に BEDP WSI は BRIDGEⅠの専門家

がガイドラインの作成を行っており、BRIDGE と基本的に同じ理念、方式に基づいている。さらに、

教育省職員の同じチームが BEDP WSI と UNICEF CFS の両プログラムで学校に対して研修を実施し
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ている事などもあり、3 つの案件の類似性はきわめて高い。ガイドラインの統合化においてはそれぞ

れの使用しているガイドラインの優れた点を持ち寄り、また、それぞれの経験からの教訓を 大限活

用することが求められる。さらに、すでに経験を有している人材を活用し効率性を向上させると同時

に、知見を有する人材のプールを充実させることも必要となるであろう。以下に、類似案件の概要を

まとめる。 
 

表２－２ 類似の学校改善案件 

BEDP : Whole School 
Improvement (WSI) 

UNICEF : Child Friendly 
School (CFS) 

MOE : Operational Budget 
Scheme 

〔対象〕2008 年度より実施。
ハドラマウト・アルマウィー
ト両州において 30 校ずつ、
計 60 校を対象。資金送金の
仕組みで問題が発生したた
め、2009 年度から助成金の配
賦を開始。 
2009 年度でパイロット実施
後、評価を経て 120～150 校
への拡大を目指す。 
 
〔内容〕 
・ 学校による計画、予算策

定、運営実施、研修 
・ 教育の質改善活動のため

の学校助成金の供与（年
1,500 ドル程度） 

・ 女性教員採用プログラム
を別途並行実施 

〔対象〕2008 年度より実施。
5州 11郡における 110校で実
施。2009 年度は 110 校での
CFS 活動の質向上に努める。
 
〔内容〕 
・ 学校による計画、予算策

定、運営実施、研修 
・ CFS 活動実施のための学

校助成金の供与 
・ 女性教員採用プログラム

を別途並行実施 

〔対象〕全国の基礎教育学
校、基礎教育＋中等教育統合
校。2008 年度より実施予定で
あったが、準備が整わず 2008
年度は各校一律3万リアルの
供与のみ。2009 年度より学校
規模によって1人あたり供与
額を変えて配賦予定。 
 
〔内容〕 
・ 学校フィー廃止に伴う学

校運営資金の供与 
・ 学校による計画、予算策

定、運営実施、研修 
・ 地域住民参加の促進 

Source : BRIDGE プロジェクト完了報告会資料から情報を更新 

 

（２）ドナー協調の仕組み 

 基礎教育セクターではこのように、基本的にプロジェクトベースでそれぞれのドナーが支援を行っ

ており、SWAPs が進んだ他の途上国のようにセクター全体としての援助協調は強くはなく、情報共

有と住み分けに基づくゆるやかなドナー協調である。基礎教育セクターのドナー会合はおおよそ 1
カ月に 1 回のペースで行われ、進捗状況やプロジェクトの成果報告などが共有される場となっている。

また、メーリングリストを活用しての情報共有も積極的に行われている。 
BEDS の進捗状況を確認するため、Joint Annual Review（JAR）が毎年教育省により開催され、教育

省とドナー関係者が意見交換を行っている。また、教育省のテクニカルオフィスによって AWP が作

成されており、それに基づいて教育省とドナーの取り組みの整合性を図ろうとしている。なお、テク

ニカルオフィスの Coordination Unit がドナーとの連絡調整の責任を担っている。 
 

（３）各ドナーの活動内容概要 

以下に、それぞれのドナーの現在の活動内容について個別に概略する。 
 

①世界銀行（World Bank）：Basic Education Development Project（BEDP） 

ドナー：World Bank/ IDA（協調融資：DfID、オランダ、KfW、 イエメン政府） 
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対象：基礎教育全般（Grade 1～9） 
目標：ジェンダー平等を考慮した基礎教育の拡充 
期間：2004 年 12 月～2010 年 6 月（2012 年まで延長する予定） 
プログラム概要： 

ターゲット 概要 
Component 1 
アクセスの改善 

全県の開発の遅れた郡を主な対象地域として、特に
女子と特殊教育に力を入れて、就学率向上と修了率
向上を目指す。 

Subcomponent 1.1 教室の建設・改築 
Subcomponent 1.2 女子と未就学児の就学拡大 

Component 2 
教育の質の改善 

カリキュラム改善や教材改善・普及、学校運営能力
強化、教員・校長研修改善などの取り組みにより質
の改善を目指す。 

Subcomponent 2.1 カリキュラム見直しと教科書 
Subcomponent 2.2 教員研修および教員資格、教員配置 
Subcomponent 2.3 学校監査・監督 

Component 3 
教育省の能力強化 

①中央レベルにおける政策立案や戦略策定、モニタ
リング能力の向上、②県および郡レベルにおける教
育プログラムの運営管理能力の向上を目指す。 

Subcomponent 3.1 組織改革 
Subcomponent 3.2 地域住民参加と識字 
Subcomponent 3.3 プロジェクト管理とモニタリング・評価 

Source: BEDP Mid-Term Progress Report 2005-2008 より作成 

 

資金源 金額（百万ドル）

Yemen Government 5.72
IDA 72.19
DfID/ Dutch 47.1
KfW（2007 年から参加） 25.3
Community Contribution 2.74

合計 153.05
Source: BEDP Mid-Term Progress Report 2005-2008 より作成 

 
 前述のように、BEDP は基礎教育支援の中心的存在であり、活動内容は多岐にわたっている。 
女子教育の分野では、Subcomponent 1.2 において Conditional Cash Transfer プログラムを実施してい

る。プログラムでは、就学促進のため、学校に出席した女子児童の家庭に対して 1 年間 35～45 ドル

の支給を行っている。ラジ州でパイロットが 2007 年度に実施され、ホデイア州で再度パイロットを

実施し、全国へ拡大する予定である。 
 また Subcomponent 2.2 では、農村部においての女性教員の雇用を行っている。すでに 538 人の女性

教員が雇用され、研修を受けた後、対象州の学校へ配属されている。BEDP では、契約にあたり、教

育省、財務省、雇用保険省との間で MOU を取り交わし、向こう 3 年間は BEDP が給与を支給し、そ

の後は正規教員として雇用することが確約されている。 
 Subcomponent 3.2 では、住民参加の促進のために、能力強化のための研修がこれまで数多く実施さ

れている。研修内容の詳細は未確認であるが、2008 年 3 月までに以下のような研修や活動が行われ
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た。カッコ内は参加者数。 
 
・ 全州を対象にした女子教育推進のための教員の役割強化（32 人） 
・ 3 州を対象とした学校関連の法規に関するワークショップ（24 人） 
・ 女子教育局の能力強化のための 17 日間研修（62 人） 
・ 22 州の 812 人のトレーナーへの研修と 333 郡の 999 人のトレーナーへの研修 
・ 5 州を対象とした女子教育推進キャンペーンの実施（353 人） 
 
 すでに述べた、BRIDGE との類似案件のひとつである BEDP WSI プログラムは、Subcomponent 3.3
に属しており、具体的には現在まで下記のような活動が実施されている。パイロット州（ハドラマウ

ト州、アルマウィート州）の 60 校における実際の学校助成金の送金は 2009 年度から行われる予定で

あり、パイロット終了後はパイロット地区での実績を評価した後、120～150 校を目標に拡大する予

定との事である。なお、WSI ガイドラインは、学校助成金の人件費への活用は認めていない。 
 

・ WSI プログラムを支える教育省の仕組みの設計 
・ 研修プログラムと運用マニュアルの開発 
・ 中央における WSI チームの立ち上げ 
・ 州および郡、学校における WSI チームの立ち上げ 
・ タイズ州 BRIDGE プロジェクトならびにケニアの WSI へのスタディーツアー実施 
・ パイロット州における 3 日間の研修およびワークショップの実施 

 
以上のように、BEDP では数多くの支援を実施しており、BRIDGE II の関心分野との接点も多い。

BRIDGE II の実施にあたっては BEDP の支援の成果を可能な限り活用することに留意する。 
 
②UNICEF：Child Friendly School（CFS） 

ドナー：UNICEF 
対象：基礎教育（G 1～9） 
期間：2007 年～ 
対象エリア：5 県（Hodeidah, Taiz, Ibb, AlDhale, Lahej）の 11 郡において 110 校 

プロジェクト概要： 

2007 年に開始され、対象エリアの 110 校を CFS と指定して、Whole School Development のアプロ

ーチで多角的な支援を行うプロジェクトを実施中である。意思決定権と財源、地域の支援があれば学

校は自ら改善を行うことができるという考えを基本理念とし、6 つの重点分野を中心に学校の改善活

動を実施している。女子教育の推進は狙いのひとつであるものの、それに特化せず総合的なアプロー

チで学校改善を図っている。 
 
1. 学校管理運営改善 
2. 学校環境改善 
3. 参加型教授・学習プロセス 
4. ジェンダー平等・意識向上 
5. 子どもの学習能力の向上 
6. 地域開発の拠点としての学校 

  
 学校管理運営改善の分野では、BRIDGE モデルと同様な形で学校助成金を支給している。対象校は

それぞれ学校管理計画（School Management Plan）を策定し、その中で学校助成金を活用して実施す
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る活動計画を作成する。2007 年度の年間支給額は、各校 1,000 ドルで、2 回に分けて学校に支給され

た。なお、BRIDGE はフェーズⅠにて、平均 3,000 ドル程度を各校に支給している。運用のために

CFS ガイドラインが開発され、州・郡・学校の対象者 120 人を対象に研修が実施された。CFS ガイ

ドラインには BRIDGE ガイドラインにも無い、より幅広い学校改善活動が含まれており、BRIDGE II
での統合化に向けた取り組みの重要なインプットのひとつである。 
 地域住民の学校運営への参加を高めるため、父会・母会の設立も推進しており、2007 年の学年末

現在で 107 の父会と 49 の母会が設置されている。なお、教育省の規定では父会・母会は年 4 回の会

合をもち出席簿や議事録を作成することとされているが、それを満たせているのは父会で 39.3％、母

会では 22.4％のみであった。まだ CFS の父母会に関して、質の面で課題があることが否めない。 
 なお、学校助成金の使途は BRIDGEⅠとは大きく異なり、スポーツ用品の購入が も多く（60%以

上）、続いて教材教具の購入や設備の修繕、備品の購入など、学習環境の全体的な質の向上を目指し

たものが多い。これは UNICEF の対象校はもともと比較的良い条件の学校が多いことや、他の重点

分野での活動を助成金で活用して実現した学校が多い（カリキュラム外活動の推進→スポーツ用品の

購入）ことが理由として考えられる。学校助成金の人件費への活用は認められていない。 
 ジェンダー平等・意識向上の分野では、男女の生徒が平等に授業に参加すること、平等な席の配置、

平等なクラブ活動への参加などに向けて教員の意識改革を図ると共に、学校の女子用トイレの整備を

進めるといった、学内での活動を行っている。 
 
③ GTZ：General Education Improvement Program（GEIP） 

ドナー：GTZ,、KfW 
対象セクター：基礎教育および中等教育全般（G1～12） 
目標：イエメンの子どもたちが改善された基礎教育と中等教育の恩恵を受ける。 

A) 粗就学率の向上 
B) 退学率の低下 
C) 男女間の平等の促進 
D) 学習成果の向上 

期間：2002 年～2011 年（3 フェーズから構成され各フェーズ 3 年で、現在フェーズ 3） 

   フェーズ 2 までは Basic Education Improvement Program : BEIP として実施されていたが、新た
に中等教育を対象に加えて GEIP となった。 

プログラム概要： 

ターゲット 概要 
Component 1 教育行政の能力強化 ・ EMIS や教育管理に関するガイドライン 

・ DB の整備、学校記録整備、モニタリング・評
価用クエリ 

・ 標準指標の開発 
 

Component 2 教員と学校管理職の
研修と資格向上 

・ Training & Qualification 局（教員研修を担当）
と Curriculum & Guidance 局（カリキュラムと
インスペクションを担当）職員の能力開発、
および DB の整備 

・ 現職教員研修 
・ 学校長や学校管理職への研修 
・ 教員養成研修の改革 

Component 3 地域住民参加と女子
教育 

・ 中央および州レベルにおける女子教育局の立
ち上げと能力開発 
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・ 女子教育ネットワークとアウェアネス向上 
・ 学校ソーシャルワーカーおよびトレーナーへ

の研修 
・ 父母会への能力開発 
・ 地方議会への能力開発 

Component 4 
 

中等教育改善 ・授業改善および学習改善のための能力強化 

Component 5 教科書供給システム
改善 

 

Source: GEIP 解説資料より作成 
 
④ USAID：Basic Education Support and Training（BEST） 

ドナー：USAID/ 実施機関：Academy for Educational Development (AED) 
対象地域：アムラン州、ホダイダ州、ライマ州 
予算規模：約 2,000 万ドル 
目標：教育省および学校、コミュニティの長期的な教育開発に関わるキャパシティが強化される。 

・ 地方分権政策に基づいて、教育省の各レベルでの能力が強化される。 
・ EMIS や学校環境、教員訓練、父会、母会、学習教材、識字教育といった教育の質改善施策

が継続・拡張される。 
・ 教育省と共同で、男女就学率・継続率格差を解消するためのコミュニティ学校計画が策定さ

れる。 
・ 女性教員の採用・雇用にかかわる政策と行動計画が開発される。 

 
プロジェクト概要： 

ターゲット 概要 
Theme 1 アクセス向上 ・ 学校施設の改善 

・ 女子児童のための安全とプライバシーの保護 
・ 学校メンテナンス委員会の能力向上 

Theme 2 男女平等促進 ・ 就学促進と退学防止 
・ 安全保障 
・ 女性の教育 
・ 成人識字教育 
・ 父母会促進 
・ 学校での水の確保 

Theme 3 教員・生徒の質の
向上 

・ 生徒中心教授法・強化知識・学習評価の強化 
・ 学習教材の提供 
・ 学校管理職の能力開発 
・ 学校－コミュニティ間の関係強化およびあらゆるレ

ベルにおけるコミュニティ参加 
Theme 4 
 

組織能力開発 ・ あらゆるレベルにおける EMIS の能力強化 
・ 州・郡レベルにおける組織能力強化 
・ 学校アトラスの活用支援 
・ 教育関連データの収集、分析、活用、普及 
・ あらゆるレベルにおけるデータの作成・活用 

Theme 5 地方分権化と参
加促進 

・ 女性の参加促進 
・ 分権化におけるコミュニティ参加促進 
・ 保護者の活動活発化と学校活動への参加 
・ 成人識字教育への支援 
・ 女子教育の重要性に関する意識向上 

     Source: BEST 解説資料より作成
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第３章 プロジェクトデザイン 

３－１ 協力の範囲および内容 

（１）プロジェクト名称 

女子教育向上計画フェーズⅡ（Broadening Regional Initiative for Developing Girl's Education : BRIDGE 
PhaseⅡ） 
 
（２）協力期間 

2009 年 11 月～2013 年 10 月（4 年間） 
 
（３）協力範囲 

本プロジェクトは、イエメン教育省が、女子教育推進のための学校運営に関する標準モデルを国

家計画・基礎教育開発戦略（BEDS）の枠組みの中で普及することを目標とし、1）統合された学校

運営モデルを教育省が標準システムとして採用、2）統合化・標準化された学校運営モデルの実践サ

イトにおける導入・実施、3）女子教育推進のための啓発活動、に関する技術協力を行う。 
具体的には、教育省を統轄的なカウンターパート（C/P）機関として位置づけ、フェーズⅠではモ

デル開発のためのパイロット地域であったタイズ州にて、本モデルを他ドナーによる類似プログラム

と統合して、全国レベルで標準化するための現場のレファレンスサイトとした。また、統合化・標準

化されたモデルの導入・普及のためダマール州を実践サイトとし、教育省が標準モデルを全国普及す

るための支援体制の構築・強化への技術協力を行う。 
 

 対象：全国展開（女子教育啓発活動および統合化された学校運営改善モデルに関する全国研

修を通じて教育省、州教育局（GEO）、郡教育事務所（DEO）、学校運営委員会の能力強化を

行う。） 
 BRIDGE モデルの統合化・標準化するためのレファレンス・サイト（フェーズⅠ実施サイト）：

タイズ州 
 統合化・標準化された BRIDGE モデルの実践サイト：ダマール州 

 
（４）協力内容 

１）上位目標 
教育省が基礎教育へのアクセスに関する男女格差を減らしつつ質の高い基礎教育サービスを提

供する。 
２）プロジェクト目標 
教育省が BEDS の一環として BRIDGE モデルに基づいた効果的な学校管理を普及および実施す

ることができる。 
３）成果（アウトプット）と活動 
成果 1：統合された BRIDGE に基づいた学校運営手法が教育省によって標準システムとして採

用される。 
【指標】 
・ 学校運営モデルに関する中央・州・郡・学校レベルの役割と責任、実施方法を定めたガイド
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ラインが開発され教育省および関連省庁によって承認される。 
・ 標準システムの導入研修において、参加者の理解度が向上する。 
【活動】 

1.1 関係者とガイドラインの統一に関する一連の技術的検討会を開催する。 
1.2 タイズ州での BRIDGE 実施方式および法的・財政的枠組みの変更の進捗をモニターし、

必要に応じて技術支援を提供する。 
1.3 タイズ州での BRIDGE の経験を分析し、BRIDGE モデル実施のより良い方式を設計す

る。 
1.4 統一化ガイドラインに反映されるべき教訓を関係者と議論する。 
1.5 統一化ガイドラインのドラフトを作成する。 
1.6 教育省および他ドナーによる実践からのフィードバックに基づいて統一化ガイドラ

インを更新する。 
1.7 統一化ガイドライン 終版に対し、学校運営に関する標準システムとして教育省から

の承認を得る。 
1.8 教育省実施委員会のメンバーを選出し、学校運営に関する標準システムの導入方法に

ついて研修を実施する。 
1.9 全国の GEO および郡教育事務所（DEO）に対し、学校運営に関する標準システムの

導入方法について研修を実施する。 
 

成果 2：実践サイト州において教育省の支援を得て標準化された学校運営システムが導入・実施

される。 
【指標】※定量的な指標については、初年度実施予定のベースライン調査結果に基づき設定 
・ 実践サイト州の GEO、DEO および学校運営委員会の学校運営モデルに対する役割と責任に

関する理解度が向上する。 
・ 対象校の就学者数が増加する。 
・ 校長および地域住民の意識・行動変化が確認される。 
【活動】 

2.1 対象地域において状況分析調査を実施する。 
2.2 調査結果および実践サイト州の教育戦略に基づいて詳細実施計画を議論し合意を得る。 
2.3 対象地域の GEO に対して研修を実施する。 
2.4 GEO が対象 DEO に対して研修を実施することを支援する。 
2.5 GEO および DEO が対象学校に対して研修を実施することを支援する。 
2.6 GEO および DEO が対象校における学校改善活動および女子教育推進活動の進捗をモニタ

ーし監督することを支援する。 
2.7 教育省、財務省、人事院、関連ドナーの関係者に対し BRIDGE II の経験を共有するワーク

ショップを開催する。 
 

成果 3：女子教育推進のための啓発活動が教育省により実施される。 
【指標】 
・ ジェンダー関連指標（実践サイトにおける男女就学比率、校長や親による女子教育に対する
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意識や行動など）が改善する。 
   【活動】 

3.1  ベースライン調査を実施する。 
3.2  既存のジェンダー関連データベースを分析する。 
3.3  BRIDGEⅠでの女子教育推進活動および National Review on Girls Education でまとめられた     
活動をレビューする。 

3.4  学校運営改善計画に統合されるための女子教育推進の活動パッケージを設計する。 
3.5  活動パッケージを GEO および DEO への学校運営にかかる標準システムの研修に取り入れ

る。 
3.6  全国レベルで女子教育推進活動を実施する。 
3.7  BRIDGE II における女子教育推進の経験を関係者と共有するための全国レベルのワークシ

ョップを開催する。 
3.8  エンドライン調査を実施する。               

 
４）投入 
【日本側】 

① 専門家派遣（プロジェクト管理/教育計画、女子教育、学校管理、コミュニティ参加、

教育行政/援助協調、研修管理、教育評価） 
② 本邦研修（毎年 3～4 名：合計 16 名程度） 
③ 学校配賦金8 
④ 研修・ワークショップ開催経費 
⑤ 機材（モニタリング用車両、バイク、PC など） 
⑥ その他必要経費 

【イエメン側】 
① C/P の配置（教育省、ダマール州 GEO、タイズ州 GEO） 
② 学校配賦金（ブロックグラント） 
③ 事務所提供（教育省、ダマール州 GEO、タイズ州 GEO） 
④ 日常的活動経費 
⑤ その他必要経費 

 
３－２ 実施運営体制 

本プロジェクトの C/P 機関は教育省であり、各部署のバランスを考慮し、教育大臣を BRIDGE
プロジェクト・ダイレクターとした。また教育大臣を議長とする合同調整委員会（Joint 
Coordination Committee：JCC）を組織し、プロジェクトの円滑な運営を目的として年 1 回以上開

催することとしている。また、ステアリング・コミッティは、大臣を議長に、副大臣、一般教育

局、女子教育局、研修・資格局の各局長、テクニカル・オフィス長、財務担当部長から構成する。 
実際にプロジェクト活動を行っていく上での実施部門は、一般教育局、女子教育局、研修局な

どの教育省からのメンバーおよびレファレンス・サイトのタイズ州 GEO および実践サイトのダマー

                                                        
8 JICA 負担分を暫時的に州政府による地方予算へと移行する。 
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ル州 GEO を含めるものとする。メンバーの決定は、プロジェクト開始後、JICA 専門家との協議によ

り追加できることは、付属資料の会議議事録（M/M）に示すとおりである。 
 
３－３ 新実践サイト地域（ダマール州）の状況 

BRIDGE II の対象地域となったダマール州の状況について以下に概略する。 
ダマール州は北をサナア州、南をイッブ州に挟まれた内陸の州であり、約 8,000 平方キロの面積に

約 133 万人（2004 年人口統計）の人口を有している。州都はダマール市である。12 の郡に分けられ

ており、それらはさらに 314 のサブ郡に分割される。地理的には高地に位置し、海抜 1,600 メートル

から 3,200 メートル程度で多くの地域が 2,500 メートル以上であり、高山や深い谷、高原の広がる複

雑な地形となっている。居住者の大半は 3,262 ある村々に分散して居住している。人口は以下のよう

になっている。 
表３－１ ダマール州郡ごとの人口 

州・郡 人口（2004年国勢調査）
Governorate Dhamar 1,330,108
Al Hada 143,100
Jahran 86,590
Jabal Ash sharq 62,034
Maghirib Ans 53,261
Utmah 145,284
Wusab Al Ali 164,223
Wusab As Safil 149,531
Dhamar City 175,159
Mayfa'at Anss 60,854
Anss 119,124
Dawran Aness 121,553
Al Manar 49,390  

 Source: The Ministry of Public Health & Population, Yemen 

 
地形を活用して、州の主要産業である農業が盛んであり、さまざまな農産物が首都サナアや近隣国

に出荷されている。農業に続いて、牧畜も重要な経済活動である。 
 
教育関連指標から見ると、ダマール州はイエメンの中でも後進のエリアに属している。ダマール州

は粗就学率（2005/06 HBS）において平均値の 65.7%を大きく下回る 58.8%であり、また、男女格差

においても、0.46 となっており、平均の 0.67 に比べて著しく低い状態となっている。今回 BRIDGE II
への要請で対象エリア候補とされていた 4 州（タイズ、ハドラマウト、イッブ、ダマール）の中でも

アクセスに関する教育指標が も悪い状態である。また、他州が多少なりとも一般的に改善傾向にあ

る中でも、状況の改善があまり見られていない。 
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表３－２ 州・性別ごとの基礎教育就学者数・率－1994年・2004年センサス、2005年世帯調査 

Population Enrollment Rate in Basic Schooling ( 6 to 14 years) by Sex and Governorate -  1994 and 2004 Censuses, HBS  
MalesFemalesGPITotalMalesFemalesGPITotalMalesFemalesGPITotal

2164451007170.473171622430821769110.73419993265,687193,2120.73458,899Enrolled

77.538.958.976.959.068.279.367.073.6Enrollment rate (%)

1234391043340.852277731779531576730.89335626191,644157,1490.82348,793Enrolled

89.581.485.686.582.884.786.283.384.9Enrollment rate (%)

2440071542350.633982422714572191830.81490640274,336215,4430.79489,779Enrolled

80.053.967.480.568.674.781.169.375.5Enrollment rate (%)

65673397920.6110546593933728540.7816678783,38574,2710.89157,656Enrolled

65.544.055.372.360.666.772.261.166.5Enrollment rate (%)

111606357040.32147310134605731710.54207776158,04073,4280.46231,468Enrolled

71.824.949.371.040.856.375.340.058.8Enrollment rate (%)

35990323190.906830949076437690.899284548,67540,0630.8288,738Enrolled

80.577.278.980.177.378.881.677.479.6Enrollment rate (%)

16117417928860.492404627196491513879300.7133528452,139,7651,442,5570.673,582,322Enrolled

70.338.555.271.454.963.575.155.565.7Enrollment rate (%)

Ibb

Governorate 1994 Census2004 Census

Taiz

Sana'a City

Total

Hadramout

Dhamar

HBS 2005/2006

Aden

 
Source: Central Statistical Organization, Yemen  *GPI（男女格差）のみ生徒数の割合で筆者追記。 

 
さらに、調査中に教育省から入手したデータにより、ダマール州の郡ごとの基礎教育の就学の指標

を男女ごとに見てみよう。表 3-3 によると、郡ごとに、特に女子の就学率に格差が大きいことが見て

取れる。最も高い 87.3%（Dhamar City）から最も低い 36.4%（Al-Hada’a）まで実に 50%もの開きが

見られる（男子では 23.5%）。男女間の就学率の格差も一様に激しく、大半の郡で 40%から 50%近い

格差が存在している。対象郡の選定にあたっては社会経済環境や地理的な要因を考慮すると共に、女

子の就学率が低く、男女間格差の大きい郡を優先することが望ましいと思われる。 
表３－３ ダマール州の郡ごとの基礎教育における男女別就学数および就学率 

Table: EXPLANATION OF NO. STUDENTS ENROLLED TO BASIC EDUCATION AND TOTAL ENROLLMENT RATE AT THE GOVERNORATE 

AND DISTRICT LEVEL IN THE SCHOOL YEAR 2007-2008 

Students enrolled to basic education Total Enrollment Rate 
Governorate District 

M F Total M F Total 

Al-Hada’a 18775 7492 26267 86.1% 36.4% 61.9% 

Al-Manar 6341 2876 9217 86.9% 41.6% 64.8% 

Jabal Al-Sharq 8211 4389 12600 89.4% 49.8% 70.0% 

Jahran 12965 6481 19446 98.1% 52.6% 76.1% 

Dhuran Anis 15020 6929 21949 82.3% 40.5% 62.1% 

‘Utmah 18296 10794 29090 83.9% 49.4% 66.7% 

Anis 16747 9048 25795 93.3% 52.4% 73.3% 

Dhamar City 24596 19988 44584 102.1% 87.3% 94.9% 

Maghrib ‘Ans 7208 4451 11659 93.9% 61.7% 78.3% 

Mayfa’at ‘Ans 8173 4076 12249 85.8% 44.9% 65.9% 

Wusab Al-Safil 17994 10176 28170 78.6% 44.2% 61.4% 

Dhamar 

Wusab Al-‘Ali 23790 13937 37727 95.2% 55.4% 75.2% 

Total 178116 100637 278753 89.7% 52.3% 71.3% 
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第４章 評価 5 項目による評価結果 

４－１ 妥当性 

プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

１）プロジェクトの基礎となる地域女子教育向上計画（BRIDGE）モデルは、男女格差の是正を目

指した学校運営改善手法であり、イエメンの国家計画である基礎教育開発戦略（BEDS）と整合

しており、同モデルを他州へ展開するというプロジェクトの目標は BEDS を直接的に支援す

るものである。特に、BEDS の 8 つの教育開発重点エリアのうち、3．学校運営能力強化（School 
Management）および 6．女子教育促進、8．地域住民参加に対しては直接的に貢献できると共

に、州および郡の教育事務所（DEO）の能力強化を通じて、間接的に 5．地方分権化（Education 
Management and Decentralization）にも貢献するものである。 

２）プロジェクトはイエメン教育セクターのさしせまったニーズに即した協力である。プロジェク

ト開始時点において、他ドナーが BRIDGE モデルと類似の手法やマニュアルを活用してパイ

ロット活動を実施している。教育省は近年、パイロット段階から全国展開やシステム化の段階

への移行をドナー関係者に訴えており、プロジェクトの成果のひとつであるモデルの統合化と

教育省での正式採用はシステム化の流れを後押しするものである。 
３）教育省の施策との連動性も高い。教育省では現在、授業料を廃止して学校配賦金を学校へ直接

配賦する新システムへの移行を目指しているところであり、学校による管理能力向上が急務と

なっていることから、プロジェクトの目指す学校運営にかかる標準モデル導入の意義は大きい。 

４）わが国の協力の適切性については、2002 年のカナナスキス・サミットにおける成長のための

基礎教育イニシアティブ（Basic Education for Growth Initiative : BEGIN）では、教育の機会の確

保を支援するため、ジェンダー格差の改善のための支援（女子教育支援）を重点分野のひとつ

としている。さらに教育の質向上への支援のために、学校の管理・運営能力の向上支援として

地域住民の積極的な参加などを通じた学校の管理・運営能力の向上支援も重点支援分野とされ

ており、プロジェクトが目指す方向性と整合している。 
 
４－２ 有効性 

プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

１）フェーズⅠの経験を再度整理しさらなる改善点を導き出すと共に、類似のパイロット案件を展

開するドナー（世銀、UNICEF、GTZ など）と協力し、手法およびマニュアルの統合化を図る。

これにより、効果的手法や人材が共有され、教育省の正式なシステムとして採用されることに

より、教育省のモデル普及能力を高めることができると期待される。 

２）教育省のモデル普及・支援能力の開発のためには、手法・マニュアルの開発のみならず、経験

に基づいた意識改革とノウハウの蓄積、および知見を有する人材の開発が必要不可欠である。

プロジェクトではダマール州を新たに統合化・標準化されたモデルの実践サイト州として、教

育省職員が、州や郡教育事務所（DEO）と協力のもと、コミュニティによる地域の教育問題

について改善計画を協議・計画・実施・報告していくプロセスを支援する。 

３）女子教育の推進を担う教育省女子教育局の能力開発は重要であり、多くのドナーが能力開発の

ための研修などを実施している。プロジェクトは、他ドナーの成果も活用して、女子教育推進

活動パッケージの開発および国・地域レベルでの啓発活動の実践経験を通じて、教育省および

州・郡教育事務所（DEO）の女子教育局の能力開発を支援する。 

 

－33－



 

４－３ 効率性 

プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

１）プロジェクトでは、フェーズⅠでの成果や教訓のみならず、他ドナーが類似のパイロット案件

から蓄積した成果や教訓、さらに知見を有する人材を 大限活用する。 

２）フェーズⅠで課題となった教育省内部の対立を解消するため、関係するすべての部局を巻き込

んだ形のプロジェクト実施体制を構築することにより、より効率的な実施が見込める。 

３）学校運営改善計画の策定・実施にあたっては、父会・母会やコミュニティ関係者の自発的な協

力支援も活用する計画であり、活動設計やモニタリングが適正に実施されることが期待される。 

 
４－４ インパクト 

プロジェクトは以下の観点から大きなインパクトが予測できる。 

１）プロジェクトでは、類似のパイロット経験を集約して手法の統一化が実施され、この統一化ガ

イドラインが教育省により、正式な国家標準システムとして承認・採用される予定である。こ

れにより、類似アプローチに基づいている教育省の学校配賦金システムの手法が改善されるだ

けでなく、他ドナーが本アプローチに基づいた案件を実施する際に、手法・ガイドラインおよ

び人材を活用して効率的に実施することが可能となる。これにより、モデルの全国普及の可能

性が高くなり、上位目標の達成に寄与できると期待される。 

２）プロジェクトに関わる予定の教育省職員は、教育省の学校配賦金システムや世銀の基礎教育開

発プロジェクト（BEDP）、UNICEF の子どもにやさしい学校（CFS）の関係者でもあり、プロ

ジェクトで得た経験や知見は直接的にそれらの案件実施にも活用されることなり、波及効果が

高い。 

 なお、予想されるネガティブインパクトとその対策は以下のとおりである。 

１）学校改善スキームの優先的な対象となりうる学校は、質の向上に取り組むことのできる 低限

の教員が確保されているなどある程度条件の整った学校となり、その結果、対象として基準を

満たさない学校との間で格差が広がる可能性がある。それらの学校に対しても、郡の教育局が

適切に学校のニーズを把握できるための技術支援の要素を研修に盛り込むことにより、影響を

緩和できると考えられる。 

２）女子の就学が促進されることにより、一部の学校では教室あたりの生徒数が増加し、教育の質

の面で課題が発生する可能性もある。アクセスと質の同時向上は困難な課題であるが、学校改

善活動に、教育の質を確保するための活動（授業参観、教員研修など）を盛り込むことで可能

な対応を行っていく必要がある。 
 

４－５ 自立発展性 

プロジェクトによる成果は、BEDS 年間行動計画のプログラム 3．学校運営能力強化で活用される

ことなどにより、以下の観点からプロジェクト終了後も継続されると見込まれる。ただし、実践サイ

トであるダマール州の州予算からの財源支出および教育省の学校配賦金システムの実施可能性には

現時点では懸念があり、留意が必要である。 
 
１）手法の統合化および標準化を通じて達成された協力成果は、イエメンにおける学校配賦金を活

用した学校運営改善スキームの標準モデルとして教育省およびドナーによって継続的に活用

され、長期にわたって効果を発揮することが期待される。 
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２）学校配賦金システムに関わる教育省職員がプロジェクトにも参画しているため、プロジェクト

で底上げされた教育省職員の知識・経験は、プロジェクト修了後も教育省や他ドナーの同シス

テムによる活動に活用され続けることとなる。 

３）統合化および標準化されたモデルの実践サイトであるダマール州においては、州独自の予算を

確保することにより、プロジェクトでの経験や成果を活用して、終了後において持続的な他郡

へのモデルの普及と女子教育の向上が期待される。 

４）BEDS 年間行動計画のプログラム 3 ですでに明記されている学校運営に関する全国の州教育局

（GEO）、郡教育事務所（DEO）、学校運営委員会を対象とした研修を通し、統合化・標準化さ

れたモデルを全国に普及することにより、制度的な自立発展性を確保できる。 

一方、自立発展性に関しては、以下の点が懸念される。 

１）調査時点において、教育省による学校配賦金システムの導入は経済危機の影響もあり著しく遅

れており、具体的な配賦システムについては財務省と調整中であり、いまだ実際の配賦には至

っていない。今後の経過を注視する必要がある。 

２）実践サイト州となるダマール州との面談では、州としてプロジェクト実施に 大限の努力は約

束されたものの、州の財政はタイズ州など富裕な州と比較すると厳しく、学校配賦金や運営費

の負担にかかる具体的な金額については調査時点において確約は得られなかった。州における

自立発展性のためには州の財政支出が不可欠であり、プロジェクトとしては、開始直後より州

議会に対して財源の確保を求めていく必要がある。 
 
４－６ 結論 

総合的に勘案し、プロジェクトを実施する妥当性は大変高い。BEDS の方向性とも合致しており、

JICA の支援への教育省からの期待およびニーズも高い。 

教育省の主要政策のひとつである学校配賦金制度は、技術的な課題が多く、イエメン基礎教育セ

クターの緊急の課題となっている。プロジェクトにおいて、教育省職員が統合化や州への普及の実

践的な経験をつむことで制度運営の能力向上につながることが期待できる。また女子の就学率向上

は必要不可欠であるが、教育省女子教育局の能力開発は改善の余地が大きく、プロジェクトでの実

践的な能力の向上は意義が大きい。 

 統合化・標準システム化は、教育省およびドナー間において、現在それに向けた機が熟しており、

このタイミングを逃さないことも重要である。またイエメンでの学校運営改善分野のパイオニアで

ある BRIDGE プロジェクトをもとに JICA が統合化の取り組みを先導する必然性や意義は大きい。

統合化には高度な調整が要求されるが、蓄積された経験や知見をもつ人材を十分に活用することで、

効果的な統合版手法・ガイドラインの開発が期待できる。 

ダマール州での実践では、あくまで教育省職員が主体となって、州・郡と協力しながら、ボトム

アップの改善活動の支援や女子教育啓発活動の実施を行えるよう働きかけることが、有効性を高め

る上で必須である。プロジェクトの実施にあたっては、常に教育省が活動主体となった形で活動を

展開するよう、特に留意する必要がある。 

自立発展性の向上に向けた州予算の確保や財務上の仕組みに関するフェーズⅠからの課題の解

決も、BRIDGE モデルの今後の発展を支える上で大変重要であり、プロジェクトでも十分注意を払

われるべきであろう。 

 
 

－35－



 

第５章 結論および提言 

５－１ イエメン基礎教育戦略におけるプロジェクトの位置づけ 

本フェーズの技術協力では、フェーズⅠのパイロットサイトであったタイズ州をレファレンスサイ

トとし、現場における地域女子教育向上計画（BRIDGE）の実施状況のフォローを通じたモデルの枠

組みの見直しに基づき、学校運営とこれを支える行財政メカニズムに関する標準モデルを確立する。

さらに、実践サイト（ダマール州）にて、教育省各レベルが協働し、同モデルを導入、実践すること

を通じて、教育の地方分権化への取り組みが進められる。そのなかで、学校運営に関する国の政策や

戦略を現場で実施するための、中央と現場の協働のあり方を実践例として提示する。 
イエメンでは、2002 年 10 月に、基礎教育開発戦略（BEDS）を採択し、2015 年までの万人のため

の教育（EFA）の達成の実現に取り組んでいる。学校運営の強化は、BEDS における重点項目のひと

つであり、とりわけ女子教育推進における住民参画の強化と学校配賦金実施の確立は、主要な取り組

みとしてあげられている。 
したがって、プロジェクトで取り組む学校運営モデルの標準化（州・郡・学校の協働体制のあり方

とジェンダー格差是正に配慮した学校運営に関するナショナルスタンダード）と、その全国普及に向

けての基盤作りは、EFA 達成に向けた BEDS の取り組みの一環であることを常に念頭においた上で、

各レベルに対する技術協力のバランスと自立発展性に十分留意することが肝要である。 
具体的には、教育省（中央）を統轄的なカウンターパート（C/P）機関として位置づけ、フェーズ

Ⅰで開発された BRIDGE モデルを中心に、他ドナーの支援により実施されている類似プログラムも

含めた現場での実践状況のフォローアップを通して、これらの成果や実施上の課題を分析し、女子教

育の推進方策を組み入れた学校運営に関する教育省の標準モデルとして統合する。このボトムアップ

型学校運営に対する国家標準モデルを、教育省が全国に普及していくための支援体制の構築・強化に

対する技術支援を重点的に行う。とりわけダマールを対象州とし、モデルの導入・普及の実施プロセ

ス（関係者への研修、モニタリング・評価）に対する現場レベルでの技術指導も行うことにより、教

育省の実践能力の強化に取り組む。 
プロジェクト終了時には、BEDS の目標として掲げられている基礎教育就学率における男女格差の

削減に向けて、学校運営についての教育省標準モデルが確立され、BEDS の枠組みの中で教育省主導

による全国普及への取り組みが進められている状況が期待される。また、このような一連のプロセス

を通じて、EFA 達成を重点としたセクタープログラムの実施推進における JICA 型技術協力の有効性

を明示するひとつのケースとして国内外で広く認知されることを目指す。 
 
５－２ プロジェクト実施に向けての留意点 

（１）サイトにおける活動の位置づけ 

フェーズⅡでは、統轄的 C/P である教育省（中央）のほかに、フェーズⅠにてモデル開発のための

パイロット地域であったタイズ州を国レベルで学校運営モデルを統合・標準化するための現場のレフ

ァレンスサイト、また､ダマール州を標準化モデルの導入・普及のための実践サイトと位置づけ、プ

ロジェクトにより直接的な技術支援を行う。 
初年度においては、タイズ州にて、学校配賦金に関する送金メカニズムを含め、BRIDGE モデルを

円滑に実施するための州レベルの法・行財政枠組み確立に関する進捗状況を中心にフォローし、標準

モデルの統合プロセスに反映させることに重点をおく。したがって、日本人専門家によるレファレン
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スサイトでの活動は、コミュニティ、学校、行政の協働による学校運営改善モデルを支える行財政メ

カニズム確立に向けての支援に限定するものであり、学校レベルでの活動支援は、タイズ州 C/P が主

体的に行うこととする。 
標準モデル普及のための実践サイトであるダマール州においては、プロジェクトからの学校配賦金

の支給を含めた協力を行うこととするが、学校配賦金の支給を含めた現場での活動開始は 2 年次

（2010 年 9 月）とする。なお、フェーズⅡでの実践サイトの位置づけは、ジェンダー格差是正に配

慮した学校運営に関するナショナルスタンダードを中央のリードにより州・郡・学校の協働で実施す

るサイトであり、プロジェクトによる直接的な技術支援については、州・郡レベルの能力開発に重点

をおくこととする。 
プロジェクト実施初年度（2009～2010 年）には、ベースライン調査の一環として、ダマール州全

体を視野に入れた詳細な現状分析を行い、州政府、GEO 関係者と協議の上、州の主体性と自立発展

性の確保に十分留意し、州内におけるモデルの普及計画を策定する。これに基づき、プロジェクトに

よる支援範囲、各ステークホルダーの役割分担および投入内容を含め、プロジェクト期間を超えて実

施される普及計画における州の行財政面でのコミットメントを明確にし、これらを具体的に盛り込ん

だ MOU を締結した上で協力を実施する。MOU には、プロジェクトによる財政負担と支援の範囲（対

象校数、1 校あたりの配賦金額、具体的な配賦方法など）と共に、州政府による行財政面での具体的

なコミットメントおよび中央政府の役割・コミットメントについても明記する。なお、現状分析をふ

まえて、自律的かつ実現可能な普及計画の策定に向けて、プロジェクトからも必要に応じて技術支援

を提供する。 
このたび署名した会議議事録（M/M）およびこれに添付した討議議事録（R/D）（案）において、JICA

負担分を漸次州政府による地方予算へと移行することを明記した。 
なお、今回要望のあった他州（イッブ州、ハドラマウト州）に関し、ハドラマウト州については、

安全管理の側面から直接のターゲットから外すこととした。イッブ州については、ヒヤリングおよび

現地調査を行った結果、ドイツ政府技術協力公社（GTZ）による 10 年の協力成果が学校レベルでも

存続していることが確認され、特に GTZ による取り組みはコミュニティからの寄付により父会・母

会を実施しているところに特徴がある。このような流れの中、あえて州や JICA から学校配賦金を外

部投入することはネガティブインパクトを与えることが懸念されたことから、サイト対象からは外す

こととした。 
他方、フェーズⅡでは、BEDS に則り、教育省は全国の州、郡、学校を対象とした研修を予定して

おり、その計画にあわせて JICA は技術支援を行うことにより、イッブ州とハドラマウト州も間接的

な利益が得られると考える。 
 
（２）南北の緊張関係に対する配慮 

現在、イエメンでは、南北の緊張関係に対する政治的理由から、各省庁は、大統領によりプログラ

ム対象地域を南北均等に選定することが命じられている。このことから、実施協議においても北部の

ダマール州のみならず南部の州（ハドラマウト州など）についても、パイロットサイトに含めるよう

教育大臣から強い要請があった。一方、安全管理の観点から日本人専門家が協力できる南部の州はア

デン州に限られている。 
今回のフェーズⅡは中央に基軸をおき、全国レベルで、各州の関係者（州・郡・学校委員会）に対

して研修を行い、これに対する技術支援を行う計画であることから、南部州には現場レベルへの直接
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介入はできないものの、ハドラマウト州やアデン州の各レベルの関係者を全国レベルでの研修の優先

対象とすることなどを具体的に盛り込んだ上で M/M（別添参照）を締結し、教育省と合意、決着し

た。 
なお、これらの州に対する研修は、中央レベルに召集し、日本による直接的な技術支援の下に実施

するなどの配慮を行うこととする。 
 
（３）他ドナーとの連携および相互補完関係の確立 

今回の調査で、基礎教育分野の主要ドナーを招集し、プロジェクトデザインおよび基礎教育戦略に

おけるプロジェクトの位置づけを共有するとともに、有意義な意見交換の機会を得た。JICA が提案

する学校運営改善に関する標準モデルの確立に向けて、各ドナーからの賛同が得られ、ドナー間の連

携の下に、JICA が中心となって統合化を進めることが確認された。 
標準モデルの全国普及に向けては、技術協力を補完すべく、世銀に拠出している日本の信託基金で

ある Japan Social Development Fund （JSDF）を戦略的に活用することを検討しており、現地世銀担当

者からも同意を得ている。調査結果を踏まえ、基本的には、標準モデルの普及に向けて、全国レベル

における州以下の各関係者（郡・学校委員会）への研修プログラムの実施支援に活用する方向で基金

を投入することを検討する。全国レベルの研修は、2012 年以降の実施が見込まれるため、具体的な

プロポーザルについては、今後、技術プロジェクトを実施しながら、効果的な連携案を世銀とともに

作成する。 
なお、JICA 側からも引き続き日本側関係者（財務省、外務省）および世銀関係者（本部、地域担

当、イエメン担当）間で確実な実施に向け、協議を続けることとする。 
 
（４）Partnership Declaration への署名 

イエメンでは、BEDS への支援を表明するために、Partnership Declaration という宣言文を作成し、

基礎教育分野を支援するドナー（通常、英国国際開発省・DFID、アメリカ合衆国国際開発庁・USAID
など援助機関の駐在代表者）と教育省の間で署名が交わされている。これは、法的な拘束力のあるも

のではなく、財政面でのコミットメントを担保するものでもないが、これまで、特段の不都合が生じ

てこなかったことから、日本は署名を行っていない。他方、M/M 署名式の場で、教育大臣から宣言

文への署名に関して日本も前向きに検討するよう要請があった。 
フェーズⅡは、BEDS の取り組みの一環と明確に位置づけて実施すること、とりわけ、BEDS 支援

ドナーとの効果的な連携を基盤として、日本が学校運営モデルの統合化・標準化をリードすることか

ら、現場レベルの連携に加えて、BEDS 支援ドナーとしての政策レベルでの署名が重要な意味をもつ。

また、宣言文への署名は、教育省および他ドナーとのパートナーシップのもと、日本が BEDS の実

施支援を行うことが名実ともに認知されることに加え、プロジェクトの確実かつ円滑な実施に向けて、

大きく貢献すると判断される。以前より、ドナー調整の共同議長から、日本もこの宣言文への署名に

参加するよう要請されていることや、宣言文は 2 年ごとに更新されており、近々改訂される予定であ

ることから、新プロジェクトの開始にあわせて署名に参加するのは時宜を得ている。 
ついては、本調査団帰国後、外務省および JICA 地域部と協議の上、イエメン大使館および JICA

イエメン支所に結果報告し、必要な手続きを依頼する。 
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（５）その他 

ア 契約教員の雇用 
自立発展性の観点から、フェーズⅡでは、契約教員を学校運営改善委員会の活動として認めないこ

ととし、GEO による正規教員の配置・雇用計画作成につき、フェーズⅠでの現場の経験をふまえ、

助言・支援を行うこととする。 
イ 安全対策 

中央政府および新規サイトであるダマール州からの安全配慮についてはコミットメントが得られ

た。特にサナア－ダマール間の陸路での移動の際は、エスコートまたは教育省などの C/P の同乗（助

手席）を必須とする。今後、治安悪化が進んだ場合は、JICA イエメン支所と協議の上、別途安全対

策手当（平和構築・復興支援案件に関する特別経費の計上など）につき検討することとする。 
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